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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エネルギー伝達装置（１４）を備えている回転可能な方位角モジュール（１４）と、これ
にゴンドラ状に配置され、推進器（１６）の駆動原動機を備えている推進モジュール（１
２）とから構成されている、船外に配置されたラダープロペラ（１０）を備えた船の推進
駆動システムであって、
　少なくとも２つのラダープロペラ（１０）が設けられ、その各々の駆動原動機は永久磁
石励磁の同期機として形成され、この同期機の固定子巻線は３相交流電流に結線された３
つの相巻線を備え、この相巻線はエネルギー伝達装置（１４）を介して船内に配置された
電力変換器（２０）と接続され、この電力変換器の入力側は変換器用変圧器を介して船内
の電気回路に接続されている船の推進駆動システムにおいて、
　標準化された構成機器群からモジュール状に構成された制御装置がラダープロペラ（１
０）の各々に対して設けられていることを特徴とする船の推進駆動システム。
【請求項２】
エネルギー伝達装置（１４）を備えている回転可能な方位角モジュール（１４）と、これ
にゴンドラ状に配置され、推進器（１６）の駆動原動機を備えている推進モジュール（１
２）とから構成されている、船外に配置されたラダープロペラ（１０）を備えた船の推進
駆動システムであって、
　少なくとも２つのラダープロペラ（１０）が設けられ、その各々の駆動原動機は永久磁
石励磁の同期機として形成され、この同期機の固定子巻線が３相交流電流に結線された６
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つの相巻線を備え、その中の各々３つがエネルギー伝達装置（１４）を介して船内に配置
された電力変換器（２０）と接続され、この電力変換器の入力側は変換器用変圧器を介し
て船の電気回路に接続されている船の推進駆動システムにおいて、
　標準化された構成機器群からモジュール状に構成された制御装置が２つの部分システム
の各々に対して設けられていることを特徴とする船の推進駆動システム。
【請求項３】
両部分システムが並列して運転され、この部分システムの制御装置の一方（２５ａ、２６
ａ）がマスターとして、他方（２５ｂ、２６ｂ）がスレーブとして使用されていることを
特徴とする請求項２記載のシステム。
【請求項４】
各部分システムに、警告信号の他に自動的に制御信号をも発生するプログラマブル保安装
置（２７ａ、２７ｂ）が設けられていることを特徴とする請求項２又は３記載のシステム
。
【請求項５】
各電力変換器（２０、２０ａ、２０ｂ）が位相電流制御を備えていることを特徴とする請
求項１から４の１つに記載の推進駆動システム。
【請求項６】
位相電流制御にトランスベクトル制御として形成されている界磁指向制御が前置されたこ
とを特徴とする請求項５記載のシステム。
【請求項７】
監視装置（６０）が設けられ、これにより船内電気回路における発電及び配電が駆動原動
機による過負荷に対し保護されることを特徴とする請求項１から６の１つに記載のシステ
ム。
【請求項８】
個々の構成機器が、少なくとも１つの予め製作されたコンテナに配置されたことを特徴と
する請求項１から５の１つに記載のシステム。
【請求項９】
コンテナの寸法が標準化されたことを特徴とする請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
コンテナにその位置を遠隔監視する装置が配置されていることを特徴とする請求項８又は
９記載のシステム。
【請求項１１】
位置を遠隔監視する装置がＧＰＳユニットであることを特徴とする請求項１０記載のシス
テム。
【請求項１２】
位置を遠隔監視する装置が取り外し可能であることを特徴とする請求項１０又は１１記載
のシステム。
【請求項１３】
回転数制御された駆動装置（１０１）の、振動減衰のための制御装置が、軸（１０３）に
つながる原動機（１０２）の数と無関係に唯一の回転数調節器（１１１）を備え、この回
転数調節器（１１１）の出力信号（１１６）がその調節器入力端（１１０）に帰還される
（１３３、１３４、１３５）ことを特徴とする請求項１から１２の１つに記載のシステム
。
【請求項１４】
回転数調節器（１１１）の帰還される（１３３、１３４、１３５）出力信号（１１６）が
反転される（１０９）ことを特徴とする請求項１３記載のシステム。
【請求項１５】
回転数調節器（１１１）の帰還される（１３３、１３４、１３５）出力信号（１１６）が
ある係数で乗算される（１３４）ことを特徴とする請求項１３記載のシステム。
【請求項１６】
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乗算係数（１３４）が、定格負荷時０．２～１．５％の静的制御偏差を生ずるよう設定さ
れたことを特徴とする請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
制御装置が入出力装置を持ち、該入出力装置が、少なくとも１つの文章画面表示部を備え
ることを特徴とする請求項１から１６の１つに記載のシステム。
【請求項１８】
文章画面表示部に、故障及び／又は異常警告が表示されることを特徴とする請求項１７記
載のシステム。
【請求項１９】
制御装置が非常制御として使用される少なくとも１つの入出力装置を備え、この入出力装
置が駆動原動機、方位角モジュール及び推進モジュールを制御すべく直接これらに接続さ
れたことを特徴とする請求項１７又は１８記載のシステム。
【請求項２０】
入出力装置が非常操縦スタンドを形成することを特徴とする請求項１９記載のシステム。
【請求項２１】
制御装置、調節装置、駆動原動機、方位角モジュール及び推進モジュールがバスシステム
を介して交信のために相互に接続されたことを特徴とする請求項１７から２０の１つに記
載のシステム。
【請求項２２】
操縦スタンド及びバスシステムを介して互いに接続された構造機器とモジュールが、バス
システムを介して対話型で交信することを特徴とする請求項１７から２１の１つに記載の
システム。
【請求項２３】
少なくとも１つの非常操縦スタンドが後部船体に設けられた請求項２０から２２の１つに
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、エネルギー伝達装置を備える回転可能な方位角モジュールと、これにゴンドラ
状に配置され、推進器の駆動原動機を有する推進モジュールとを備え、船外に配置された
ラダープロペラを持った船の推進駆動システムに関する。
【０００２】
このような、実際にはＳＳＰという名称でも公知の駆動技術では、特に船尾範囲に配置さ
れ、同時に駆動、操舵及び横方向推力発生の機能を果たす、回転可能な船の駆動装置が対
象となる。このＳＳＰ駆動装置は、更に、いかなる種類の船体でも船抵抗が小さい特長を
有し、推進モジュールの駆動原動機を環流する水による冷却が行われるので、付加的な冷
却は不要である。その上、このＳＳＰ駆動装置は使用・保守コストが小さく、特に燃料効
率が高い利点を持っている。
【０００３】
船の駆動技術の分野では、個々の企業競争力の点で、開発時間を短縮し、製造コストを削
減する必要が益々増大している。しかし同時に、構成機器の突発的な故障を克服し、駆動
システムに故障が発生しても、船の操縦性及び制御性ができるだけ速く回復するような駆
動システムも必要とされる。
【０００４】
　更に、船の建造に際して、電気的及び電気機械的構造要素、例えば電動機、開閉装置、
電力変換器及び再冷却設備或いは制御スタンド等は個々に各メーカーから造船所に送られ
、しかる後造船所の技術者によってそれに応じて準備された船の基礎に固定され、相互に
結線されかつその機能について検査されるのが普通である。この場合、物流上の、従って
コスト集約的な経費がかなりかかるという欠点があり、この経費は、その上、個々の機器
の製造も、又完成されたシステムの配線及び検査も船級協会、例えばアメリカン・ビュロ
ー・オブ・シッピング（ＡＢＳ）、ビュロー・ベリタス（ＢＶ）、ノルスケ・ベリタス（
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ＤＮＶ）、ジャーマン・ロイズ（ＧＬ）或いはロイズ・レジスター・オブ・シッピング（
ＬＲＳ）の監督を必要とすることから更に上昇する。
【０００５】
本発明の課題は、船の信頼性のある操縦性に関して比較的高度の安全性がコスト的に有利
な方法で得られる船の推進駆動システムを提供するにある。
【０００６】
　この課題は、上述のような船の推進駆動システムにおいて、本発明によれば、少なくと
も２つのラダープロペラを備え、その各駆動原動機が永久磁石励磁の同期機として形成さ
れ、この同期機の固定子巻線が１つの３相交流電流に結線された３つの相巻線を備え、こ
の相巻線がエネルギー伝達装置を介して船内に配置された電力変換器に接続され、この電
力変換器は変換器用変圧器を介して船内電気回路に接続されているとともに、標準化され
た構造機器群からモジュール状に構成された制御装置がラダープロペラの各々に設けられ
ることで解決される。
【０００７】
このように構成された推進駆動システムにより、船の信頼性及び安全性に対する益々増大
する要求が充分に考慮される。このことは、まず、自立的な制御装置を備え、これにより
駆動システムの均一の冗長性が得られる少なくとも２つの同形のラダープロペラを設ける
ことに帰せられる。１つのラダープロペラの機械的或いは電気的な機器が故障しても、少
なくとも１つの予備駆動装置が自由に使用可能であり、これにより船の操縦性を保証する
。
【０００８】
　駆動原動機を同期機として形成することで、駆動原動機を推進モジュールに配置するの
に必要なコンパクトで、軽量の構成が得られる。固定子巻線の相巻線を電力変換器及び変
換器用変圧器に接続することで船の電気回路により運転される３相交流同期電動機が得ら
れ、この電動機により、５～３０ＭＷ迄の出力範囲の最も普及している船の駆動装置に対
し推進器の充分な定格回転数及び充分に大きなトルクを実現できる。更に、制御装置を標
準化された構造機器でモジュール構造とすると、そのコスト的に有利な製作に貢献する。
【０００９】
　本発明の１つの好ましい構成において電力変換器は電源転流形の１２パルスの直接変換
器であり、３巻線変圧器として形成された変換器用変圧器を介し、その入力側で船内の電
気回路に接続される。直接変換器は、一つには、コスト的に有利に製造することができ、
又他方では、船の駆動に必要な低い回転数を持つ大型の３相交流電動機の運転に特に適す
る。
【００１０】
　上述の課題を解決するために、最初に挙げた種類の推進駆動システムにおいて、駆動原
動機は永久磁石励磁の同期機として形成され、この同期機の固定子巻線は６つの相巻線を
備え、その中の各々３つが３相交流電源に結線され、１つの部分システムを形成してエネ
ルギー伝達装置を介して船内に配置された電力変換器に接続され、この電力変換器はその
電源側で船の電気回路に接続されるとともに、標準化された構成機器からモジュール状に
構成された制御装置が両部分システムの各々に設けられていることも提案される。
【００１１】
このような推進駆動システムも又１つの構成機器の突発的な故障に対処するとともに、上
述の理由により経済的な点で有利に製造することができる。ただ１つだけ設けられるラダ
ープロペラによりこの場合生ずる駆動システムの部分の冗長性は、故障が生じたとき少な
くとも制約された船の運転を維持するようにする自立的な部分システムによって得られる
。
【００１２】
　本発明の有利な改良例によれば各電力変換器は電源転流形の６パルス直接変換器であり
、４巻線変圧器として形成された変換器用変圧器を介してその入力側で船内電気回路に接
続される。両変換器用変圧器の一次巻線が、その場合、互いに３０°ずれているときに、
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船の電気回路に対する両部分システムの１２パルスの回生作用が得られる。
【００１３】
両部分システムが並列運転可能で、これら両部分システムの制御装置の一方がマスターと
して、他方がスレーブと使用されるのも特に有効である。両部分システムの並列運転によ
り、一つには、駆動システムの能動的な冗長性が生じ、又他方では、制御装置のマスター
・スレーブ構成により両部分システムに対して調整制御が確保される。これにより、例え
ば回転数制御のようなある課題を専らマスターとして機能する制御装置によって引き受け
、スレーブとして使用された制御装置を閉塞しておくことが可能である。
【００１４】
更に、各部分システムに、警告信号の他に自動的に制御信号も発する１つのプログラマブ
ル保安装置を設けることも有効である。部分システムの１つに異常が検知されたとき、こ
のような制御信号により例えば電動機回転数或いは固定子電流を遅滞なく低減することが
できる。
【００１５】
　本発明の更に異なる特徴によれば、各電力変換器は位相電流制御を備えている。これに
より、可変周波数の電流が同期機に与えられるという利点がある。更に又異なる特徴によ
れば、位相電流制御にトランスベクトル制御として形成された界磁指向制御を前置し、駆
動装置に高い動特性を与えることができる。トランスベクトル制御の役割は、この場合、
同期機の固定子電圧、固定子電流及び回転子位置の実際値から磁束の状態を決定すること
にあり、その場合トルクを形成する固定子電流の目標値は求められた磁束軸に対して垂直
に与えられる。
【００１６】
更に本発明の構成においては、船内電気回路における発電及び配電機器を、が駆動原動機
による過負荷に対して保護する監視装置が設けられている。これにより、所定の目標値に
より要求される推進器の出力が船内の電気回路において利用可能な電力を越えたときに、
回転数の目標値を制限する。その上、船内電気回路の異常時に目標値を変更し、発電装置
の過負荷、従って電気回路の所謂「ブラック・アウト」を回避できる。
【００１７】
本発明の更に異なる構成では、推進駆動システムの個々の構成機器が少なくとも１つの予
め製作されたコンテナに配置される。なお、ここでコンテナとは、殆ど自立的な機能単位
で、他のシステム、例えば制御システムへのインタフェイスを備えているものと理解され
る。これにより、駆動システムを船本体の建造場所と無関係に結線し、その機能について
検査することが可能になる。その場合、ただ必要となることは、コンテナを造船所に送っ
た後、これを船の基礎に固定し、その出力及び制御システムと接続することである。駆動
システムの個々の機器の結線は、それ故、造船所では必要でないので、造船所における個
々の構造機器の物流上の検出も不要となり、これにより一層でかつより見通しのよい物流
計画ができる。更に、これによりコンテナの柔軟な納入、従って最適な時点で据付けを行
うことができる。その上、個々の機器に対する多種類のコンテナの基礎を用意する代わり
にただ唯一のものとすることで、その製造経費もより少なくし、従ってコスト的にもより
有利になる。
【００１８】
予め製作されたコンテナを、従来のコンテナ船で造船所まで輸送することができるように
、コンテナの寸法は標準化するとよい。
【００１９】
本発明の更に他の形態では、コンテナに位置を遠隔監視するための装置、例えばＧＰＳを
配置する。これにより、ＧＰＳシステムを用いてコンテナの正確な現在位置を検出するこ
とができる。その結果、コンテナの積み込みから輸送を通しての目的地までの道程をチェ
ックできる。この目的で、既存のＧＰＳシステム、例えば航海の分野で既に利用されてい
るイン・マール・サット・システムを使用するとよい。このように構成することで、当該
コンテナが正しい海路を通って正しい目的地にまで達するのを簡単に保証できる。ＧＰＳ
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ユニットは、コンテナに取り外し可能なユニットとして、例えば送信機、電源等からなる
ユニットとして形成することにより、コンテナが正しい場所に到着した後コンテナのユニ
ットを取り外し、再使用できる。
【００２０】
船の駆動装置、特にラダープロペラの駆動装置は運転中に振動を発生し、この振動は船体
全体を通って伝播し、船体を振動させる。この振動はディーゼル駆動装置では一次的にピ
ストンの往復運動により生ずるが、特に潜水艦において、しかし又水上船においても多く
使用される電動駆動装置においては最早このような振動は発生しないと考えられよう。し
かしながら、必ずしもそうでない。というのは、特に船の推進器も駆動装置に対して、特
に推進器の羽根はその回転運動の際に部分的に船尾に設けられるスケッグ或いは推進器支
持部材に沿って運動し、その回転運動の他方では、これに対して、これからは殆ど自由に
運動することができるが故に、変動負荷となるからである。この変動負荷トルクは、回転
調節器又はこれに従属する電流調節器によって追従され、船のスクリュウの回転数をでき
るだけ正確に所定の回転数目標値に保つ。この場合、推進器の軸回転数を羽根数だけ倍増
した、変動トルクが駆動原動機に伝わり、そのハウジングを介してその固定部に、従って
船体に伝達される。これにより船構造の部分がこの脈動トルクの基本波で振動励起され、
機械的な条件により当該周波数における船体の共振が無視できなくなる。これにより生ず
る振動は乗組員に対して煩わしいだけでなく、船全体構造に対してかなりの負担をそれ自
体もたらすので回避でねばならない。このための唯一の対策は、このような振動に対して
弱い場所を所謂有限要素法で算出し、これにより求めた臨界範囲を鋼材の大量使用により
補強することである。この方法は、一方では、高価であり、他方では、船の許容積載重量
を減少させ、燃料消費を上げ、更に場合によっては、駆動装置で発生した振動による材料
破壊現象を低減することもあるが、その原因自体を消去する訳ではない。
【００２１】
流体力学的に見て、船の推進器にかかる荷重は伴流域でもって説明される。船体に設けら
れるスケッグや推進器支持部材によって起るこの荷重の変動は、推進器の伴流域の非均一
性に現れ、これは又推進器の羽根の回転時の前進係数の変動として現れる。推進器の回転
数をできるだけ正確に所定の回転数目標値に保つ回転数制御は、伴流域の非均一性が推進
器の前進係数の変動にフルに現れるというマイナスの効果を持っている。推進器の前進係
数の変動は推進器のキャビテーションに対する安定性を低減する。その場合、推進器の作
動点がそのキャビテーション限界に近づく又は各々を下回るからである。特に船体に設け
られたスケッグや推進器支持部材の範囲では、推進器の作動点はキャビテーション限界に
達し或いは越えてキャビテーションを起し、これにより船、特に推進器に大きな損傷をも
たらす。キャビテーションは又許容できない圧力変動及び騒音を招き、特に客船、探索船
及び軍用船の利用価値を大きく低下させる。
【００２２】
上記従来技術の欠点に鑑み、本発明の課題は、変動するトルクを持つ負荷、特に船の推進
器の回転数制御された駆動装置による駆動装置の固定部の振動、特に船体全体の振動が船
の推進器の非均一な伴流域を含めて、いかにできるだけ削減し或いは全く回避できる方法
を提供することにある。
【００２３】
この課題を解決するため、本発明は推進駆動システムの範囲において、回転数制御される
駆動装置の振動減衰のための制御装置が１つの軸に動作している原動機の数に無関係にた
だ１つの単独の回転数調節器を設け、この回転数調節器の出力信号をその調節器入力に帰
還するように構成する。回転数調節器の出力信号は駆動装置によって出されるトルクにほ
ぼ比例するので、これを回転数実際値に適当な位相で加える際、トルク変動に対しある程
度の不感性がもたらされる。
【００２４】
調節器出力信号の回転数に比例する変動を凡そ１８０°だけ位相をずらして回転数調節器
入力に導くとよい。それにより一方では負の、従って安定した帰還が生じ、又他方では回
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転数の負荷に制約される変動を制御するために必要なトルク又はこれにほぼ比例する調節
器出力信号が削減される。この結果、特に駆動トルクの変動が明らかに低減し、これによ
り固定部を介して船体に与えられるトルクの振動及び船の推進器を介して推進器の伴流域
に与えられる圧力変動が危険でない値にまで低下する。この場合副次的に、推進器の回転
数は最早正確には一定に留まらず、寧ろ変動負荷によって生ずるようなある程度の変動を
受ける。このことは、しかしながら、推進器によって得られる推進にとっては殆ど問題で
はなく、他方、この場合、好ましいことに電動機の回転子、推進器及び軸の慣性モーメン
トがこの変動を減衰する。軸は殆ど摩擦なしで回転可能に支持されているので、船体はこ
の回転数の変動によって何らの振動励起も受けない。
【００２５】
流体力学的に見て、この効果は、推進器の回転数が最早正確に一定には留まらず、変動負
荷によって推進器に引き起こされるある程度の変動を受けるという本質的な利点をもって
いる。これにより伴流域と前進係数との流体力学的結合に起因する偏差幅が低減する。こ
の前進係数の偏差幅の低減は、船体に設けられているスケッグ或いは推進器支持部材の非
均一な伴流域に存在し、推進器の羽根に加わる負荷変動が、本発明の上記効果により回転
数の変化をもたらし、この変化はその方向及び大きさにおいてその原因に逆作用し、従っ
てキャビテーションに関し最も危険な推進器の羽根の前進係数の変動幅の減退をもたらす
。この推進器の羽根が上述の効果により推進器の他の羽根に与える反作用は余り重要では
ない。それは、その動作点が推進器の定格動作点において、船体に設けられているスケッ
グ或いは推進器支持部材の非均一な伴流域にある推進器の羽根の動作点より遥かに密接し
て存在するからである。
【００２６】
本発明の枠内で、回転数調節器の帰還された出力信号をある係数で乗算する。このフィー
ドバックを余り強く選ぶべきでないことは当然である。さもないと、同じく帰還された、
ほぼ一定の駆動トルクの平均値により回転数目標値の大きな低下が生じ、これにより回転
数調節器自体がＰＩ特性を持つものとして実現された場合に最早駆動軸を設定された回転
数目標値に加速できなくなるからである。他方、調節器の入力および出力信号に対しても
、所定の電圧範囲、例えば、－１０Ｖから＋１０Ｖまでが用意され、その限界値は各々前
進及び後進における最大回転数又は最大原動機トルクに相当するので、フィードバックを
最適な度合いに設定するにはこの両信号レベルを乗算して適合させることが不可欠である
。
【００２７】
本発明思想の具体的構成において、乗算係数は０．０１～３％、好ましくは０．１５～２
．０％、特に０．１５～１．５％とされる。この場合、当然に非常に僅かなフィードバッ
クとなる。上述したように、既に変動負荷によって要求されるエネルギーの大部分は電動
機の回転子、推進器及び駆動軸の慣性モーメントによって吸収され、これに各々再び戻さ
れるからである。この場合、本発明により回転数変動に対してある程度の自由度が許容さ
れ、一連の駆動部は、丁度電源装置におけるバックアップ・コンデンサのように、駆動装
置の電源回路からのエネルギーの取得を平滑するのに貢献するエネルギー蓄積体として有
効に使用される。それ故に、ここでは僅かなフィードバックでも、駆動原動機によっても
たらされるトルクが大幅に平滑され、これによって所定の目標値からの大きな、永続する
制御偏差の原因とならないという顕著な成果をもたらすのである。
【００２８】
本発明によるフィードバック度の大きさの範囲として、定格負荷において静的制御偏差が
約０．２～１．５％であるように設定するのがよい。このような場合、調節器出力信号の
負帰還にも係らず制御の質、特に回転数目標値の変化時に動特性が損なわれることはない
。
【００２９】
本発明によれば、更に、静的制御偏差は修正された目標値によって補償される。静的制御
偏差は、本発明による制御回路において計算可能であるから、修正回路により大幅に補償
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することができる。
【００３０】
本発明において優先的に採用される補償方法は、駆動装置の評価された、平均負荷を出力
量として用い、航路パラメータの数学的検出によってこれから期待される静的制御偏差を
求め、回転数目標値をそれに応じて逆方向に調整して平衡化しようとするものである。
【００３１】
船の推進器駆動装置において、航路は少なくとも近似的に知られている特性を持っており
、特に静的平均負荷トルクは１つの特性に従って静的回転数実際値から生ずる。推進器駆
動装置において駆動トルクは、その場合、回転数実際値のほぼ二乗で上昇する。それ故、
回転数実際値が特定の回転数目標値に相当するものとされるならば、この特性曲線から近
似的に、安定した状態で制御出力信号にほぼ比例するトルクが決定されるので、帰還され
た信号の平均値も、従って残っている制御偏差も決定することができる。この値が、かか
る場合、（理想的な）目標値に、好ましくは、加法的に付け加えられることにより、予め
計算された制御偏差を回転数実際値として挿入すると正に理想の回転数目標値が生ずる。
【００３２】
本発明の思想に応じて、回転数調節器はＰＩ特性を持つことができる。これにより、本発
明による予備的な処理より理想の回転数目標値に殆ど一致する定常的な回転数実際値の極
めて高い安定性が定常的に生ずる。
【００３３】
本発明による制御は、ほぼ周期的に変動する負荷トルクを持つ殆ど全ての駆動軸において
使用できるが、特に重要な、それ故優先的な使用分野は、水上船或いは潜水艦の、特に本
発明の推進駆動システムと関連して使用される、電気的推進器駆動装置の制御である。と
いうのは、この場合、一方では推進器の性質により著しいトルク変動があり、他方では制
御のための原動機によってもたらされる駆動トルク波が、このような船においては船底に
不動に固定された固定部には侵入せずに、寧ろ船体の可動部分に侵入するからである。
【００３４】
　推進駆動システム制御装置の回転数調節器の出力は、変換器又は電力変換器の電流調節
器の目標値であり、船内電気回路が推進器の駆動装置に動的に追従するより速く変化して
はならない。船内電気回路における負荷変化時の動的限界は、ディーゼル発電装置のディ
ーゼル発電機に関係する。この場合、ディーゼル発電機装置のディーゼル原動機と通常同
期機として形成された発電機とは互いに別々に考察せねばならない。
【００３５】
船のディーゼル発電装置のディーゼル原動機を、その負荷特性に応じて設計する際、国際
船級協会（ＩＡＣＳ）の規準が考慮される。そこに規定されている３段階の負荷変化ダイ
ヤグラムは、今日の高度の性能のディーゼル原動機においては既に船の推進器、特にラダ
ープロペラの推進駆動システムの動特性にかなり係わっている。更に困難にしているのは
、そこに挙げられた値を、特に上の方の出力範囲で、今日不十分な保守ではしばしば最早
達成不可能なことである。ディーゼル原動機軸に出力を与える際に可能な動特性は、それ
故、船が長期に海上にあるときには、経験上後退する。
【００３６】
ＩＡＣＳにより或いはその他一般に有効として特定されたディーゼル原動機の出力付与の
時間的経過は、ディーゼル原動機の熱耐性に関係する。安定的な負荷変化は、０～１００
％の定格出力又は１００％定格出力から０％の動作熱で動作しているディーゼル原動機に
おいては、各ディーゼル原動機構造の大きさに強く関係する最短時間でのみ行われる。こ
の時間的経過は部分的にも超えることは許されない。さもないと、ディーゼル原動機の損
傷に至るからである。この上述の最短時間は小形構造では１０秒、大形構造では６０秒で
ある。
【００３７】
制御無効電力を持つ変換器、例えば電流中間回路付き変換器、直接変換器、直流機用の変
流器等は、負荷に関係した無効電力を必要とする。この電力はディーゼル発電装置の同期
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機の励磁により供給される。制御無効電力を持つ上記の変換器の、負荷に関係する無効電
力の時間的経過は、船の推進器の駆動装置では、その励磁がディーゼル発電機装置の同期
発電機に追従するより、約１５～２５倍も速い。
【００３８】
船の推進器の駆動装置において、ディーゼル発電機装置のディーゼル原動機の動的限界を
越えると、ディーゼル発電機装置により給電される船内電気回路の周波数が許容できない
大きさで変動する。ディーゼル原動機の損傷も排除できない。というのは、ディーゼル発
電機装置の回転数制御が、動的限界の考慮なしに船内電気回路の周波数を許容範囲に保持
しようとするからである。ディーゼル発電機装置の同期発電機の動的限界を越えると、船
内電気回路の電圧は許容できない大きさで変動する。
【００３９】
従って、従来は試運転時に、回転数目標値及び／又は電流目標値の加速時間を数段階或い
は恒常的に変更し、船推進器の駆動装置がディーゼル発電機装置から電気エネルギーを供
給される電気回路において、満足のいく運転が可能になる迄種々実験していた。この場合
、しばしば、特定の動作点を最適にすることしかできなかった。推進器電動機の制御の調
整性と電気回路におけるディーゼル発電機装置へのその動的な作用との間には固定した関
係は存在していなかった。ディーゼル発電機装置の負荷軽減の時間的経過は船推進器の駆
動装置の制御に考慮又は調整することは希であった。
【００４０】
従って、本発明の課題は、冒頭に挙げた推進駆動システムを、推進器電動機が加速され、
減速され或いは電気的に制動され、しかもその場合船内電気回路或いはディーゼル発電機
装置の範囲に速やかな負荷変動を伴う問題が生じないように改良することにある。
【００４１】
　この課題は、本発明によれば、適応ランプ関数発生器により変換器又は電力変換器の電
流調節器の電流目標値を回転数調節器にある目標回転数に相当する電流目標値に時間的に
適合させることを、船内電気回路及び／又はこの電気回路に電気エネルギーを供給するデ
ィーゼル発電機装置によって与えられる限界値を考慮して制御可能とすることによって解
決される。
【００４２】
本発明の範囲内で、同期発電機の駆動原動機として、内燃機関の代表であるディーゼル原
動機が挙げられる。しかし、ディーゼル油、舶用ディーゼル油、重油等で運転される内燃
機関とすることもでき、又駆動原動機として蒸気或いはガスタービンも考えられる。蒸気
或いはガスタービンを駆動原動機とする場合ＩＡＣＳの負荷変動図表は適用されない。出
力付与の時間経過は他の範囲にあり、これにより電流調節器の電流目標値に対する適応ラ
ンプ関数発生器の加速及び減速時間に対しては先に挙げた時間とは異なる時間が適用され
る結果になる。
【００４３】
電流調節器の電流目標値に対する、適応ランプ関数発生器の加速及び減速時間が推進器電
動機の回転数実際値の値に比例して変化可能な場合、電流目標値に対する適応ランプ関数
発生器の加速及び減速時間は、船内電気回路に電気エネルギーを供給するディーゼル発電
機装置のディーセル原動機の、許容可能な時間的負荷の増減に応じて定まる。これにより
船推進器の駆動装置に付属する変換器により吸収される実効出力は、推進器電動機の回転
数に無関係な加速及び減速時間を持つことができる。
【００４４】
電流調節器の電流目標値のための、適応ランプ関数発生器の加速及び減速時間に対する推
進器電動機又は船推進器の低回転数範囲において、船内電気回路を供給するディーゼル発
電機装置の同期発電機の無効電力放出の許容時間に関係する最短加速及び最短減速時間を
予め与えるとよい。
【００４５】
電流調節器の電流目標値に対する適応ランプ関数発生器の加速及び減速時間が船内電気回
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路に電気エネルギーを供給するディーゼル発電機装置のディーゼル発電機の数に反比例的
に変更可能なときには、ディーゼル発電機装置のディーゼル発電機により吸収される実効
電力が、船推進器の駆動装置に付属する変換器の運転に無関係な加速及び減速時間をもつ
ことが可能となる。
【００４６】
船推進器のための、本発明による駆動装置の好適構成では、電流調節器の電流目標値に対
する適応ランプ関数発生器の加速及び減速時間は船内電気回路に電気エネルギーを供給す
るディーゼル発電機装置の運転状態に応じ変更可能であり、ディーゼル発電機装置の異な
るディーゼル発電機は異なる運転状態にある。
【００４７】
　目標回転数に相当する回転数調節器の出力値が直接推進器電動機の変換器又は電力変換
器の電流調節器にも、適応ランプ関数発生器にも与えられ、その出力値が正のオフセット
回路を介し回転数調節器の上部の電流値制限ユニットに、負のオフセット回路を介し回転
数調節器の下部の電流値制限ユニットに与えられる場合、回転数調節器は修正された状態
で電流調節器に更に与えられる電流目標値を無制限で自由に通すことができる。さもない
と、推進器電動機にかなりの唸りが発生し、この唸りは船内で機械振動又は固体伝播音源
として作用し、特に船推進器がキャビテーションに至る危険があり、このことは又船推進
器及び船の損傷にも繋がる。上述の動作において、適応ランプ関数発生器の出力は前述の
ディーゼル発電機の許容動特性を形成する。回転数制御に必要な自由度を得るため、適応
ランプ関数発生器の正及び負のオフセット回路並びに回転数調節器の上部及び下部の電流
値制限ユニットが働く。これによって回転数調節器は変換器又は電力変換器の電流値調節
器に更に与えられる電流目標値を、その中では回転数調節器が回転数の制御に関し自由な
所謂「可動の窓」を通して導くことが可能になる。
【００４８】
　この可動の窓の中では、回転数調節器は完全な動特性をもって動作する。船内電気回路
には、従って、電圧変動が生ずる。ディーゼル発電機装置の同期発電機が電流目標値に時
間的に最早追随できないからである。船推進器の駆動装置の変換器又は電力変換器の船内
電気回路側の無効電流は発電機のリアクタンスを介してこの電圧変動を発生させる。正及
び負のオフセット回路のオフセットの大きさ、従って可動の窓の変化幅、即ち大きさは、
それから生ずる船内電気回路側の、ディーゼル発電機装置の同期発電機のリアクタンス上
の無効電流が、電気回路の許容電圧裕度内にある電圧降下を発生するように設定されてい
る。これにより何らの異常も発生しない。船内電気回路における許容電圧裕度内での速い
電圧変動は危険でないからである。この場合、オフセットの大きさは回転数の関数であり
、船内電気回路側の力率は船推進器の駆動装置に属する変換器又は電力変換器の制御に関
係する。オフセットの大きさは船内電気回路に電気エネルギーを供給するディーゼル発電
機の数に比例する。船内電気回路における短絡電力Ｓｋ"も、同様に給電ディーゼル発電
機の数にほぼ比例するからである。
【００４９】
船推進器又は推進器電動機の回転数実際値が上昇するとき、その動特性は著しく変化する
。この実際値が上昇する際、推進器曲線群（静的引っ張り曲線－自由航行曲線）により船
推進器の動特性は比例以上に減少する。
【００５０】
　従来技術から公知の船の推進駆動システムでは、制御装置は、推進器電動機に付属しか
つその出力信号、トルク目標値又は電流目標値が変換器又は電力変換器を介して推進器電
動機の回転数を制御する回転数調節器と、推進器電動機の回転数目標値を与え、それによ
り回転数調節器に対し回転数目標値の経過を与えるランプ関数発生器とを備え、この回転
数目標値の経過によって推進器電動機の回転数実際値をランプ関数発生器に与えられた推
進器電動機の回転数目標値に近づけるようにしている。その場合、ランプ関数発生器によ
り目標値を与えることで設定された加速時間は、駆動装置を推進器特性に合わせるため、
推進器電動機の回転数の上昇と共に１から３段階に上げられる。
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【００５１】
駆動装置を推進器特性に適合させるこの従来の構成は、大きな欠点を示す。推進駆動シス
テムの推進器電動機は回転数０から出発して先ず最適に加速する。推進器電動機の出力は
、その後、一定の加速時間で加速する間に、回転数調節器の出力側における電流制限が出
力のその後の上昇を小さな率でのみ許容する迄、益々速く上昇する。更にその後、１つの
段階から次の段階に移行する際に加速時間が切り替わると、推進駆動システムの推進器電
動機により提供される加速出力が０近くに落ちる。推進駆動システムの推進器電動機の出
力は、この段階において一定の、しかしより長い加速時間で更に加速する間に、上述のよ
うに、改めて上昇する。このようにして推進駆動システムの推進器電動機は推進器の加速
のために必要な電力を船内電気回路から得る。船の航行については、その場合、推進駆動
システムが特定の回転数範囲を越えて加速する際に隘路に落ちて恰も休止したようになる
という厄介な効果が生ずる。更に、推進駆動システムによって船内電気回路から取り込ま
れた電力需要は、船内電気回路に供給予備電力を必要とするが故に望ましくない。
【００５２】
上述カテゴリーの船の、推進駆動システムの推進器電動機の電流限界は、大まかに計算し
て、各推進器特性曲線上の凡そ１／３の定格トルクにある。船の加速動作の際に必要な加
速トルクの他に、激浪及び／又は操船のための余力を持つには、推進電動機の電流限界と
計算上の推進器特性との間の領域が必要となる。従来推進器の駆動装置において使用され
ていた、段階的に制御されたランプ関数発生器は、推進電動機に加速動作の際に定められ
た加速トルクを割り当てることができず、寧ろ推進電動機の広い回転数範囲にわたって単
純に各々実際の電流限界を与えるに過ぎない。この理由は、船の加速時間がこのランプ関
数発生器タイプの加速時間の数倍になるためである。
【００５３】
従って本発明の課題は、最初に挙げた船の推進駆動システムを、推進器が駆動装置の推進
器電動機により電流限界に関係なく一様に加速されるように改良することにある。更に、
本発明の構成により、推進器の加速動作に必要な動力がその都度所望の質で推進器電動機
により発生され、船内電気回路における不必要な供給予備電力が減少又は回避されるよう
にするものである。
【００５４】
この課題は、本発明によれば、ランプ関数発生器が適応ランプ関数発生器として形成され
、推進器電動機の回転数実際値の大きさを基準変数入力とする特性曲線発生器を備えるこ
とにより解決される。適応ランプ関数発生器及び特性曲線発生器により、本発明による船
の推進駆動システムに対して、推進器電動機の定常負荷トルクに特定可能な加速トルクを
与えることが可能になる。特に推進器電動機の比較的高い回転数において、この特定可能
な加速トルクはある程度一定に保つことができ、このことから、一時的にも不必要に高い
加速トルクが発生することがない。ここに記載しない能動的振動減衰及びランプ関数発生
器の修正とを組み合わせて、特に、推進器のキャビテーション或いは泡打ちの傾向を低減
又は抑制できる。これは極端な操船の場合にも適用される。
【００５５】
本発明による推進駆動システムの適応挙動を推進器電動機及び推進器の運転挙動に適合さ
せるため、適応ランプ関数発生器の特性曲線発生器に推進器電動機の種々異なる回転数実
際値範囲に対して推進器電動機の回転数実際値と加速時間との間の種々異なる依存度を予
め設定可能とすると有利である。
【００５６】
本発明による船の推進駆動システムを種々の目標機能に関して、例えば最小燃料消費、最
小時間消費、高い操船性等について最適化するために、推進器電動機の回転数実際値と加
速時間との間の依存度を推進器電動機の少なくとも比較的高い回転数実際値範囲において
特に連続的に調整可能にするのがよい。
【００５７】
推進器電動機、従って推進器が比較的低い回転数実際値により定まる高い動特性を持った
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操縦範囲で動作できるようにするため、適応ランプ関数発生器の特性曲線発生器に推進器
電動機の低い回転数実際値範囲、例えば定格回転数の０～１／３の範囲に対して一定の、
短い加速時間を予め設定可能にするのがよい。
【００５８】
比較的高い回転数実際値範囲において推進器の殆ど電流制限のない一様な加速を推進器電
動機により行わせるために、適応ランプ関数発生器の特性曲線発生器に推進器電動機の高
い回転数実際値範囲、例えば定格回転数の１／２から定格回転数の間にある範囲に対して
、推進器電動機の回転数実際値の上昇につれ著しく上昇する加速時間が設定可能であるこ
とが目的に適っている。この比較的高い回転数実際値範囲において、その場合、いわば特
性曲線発生器により各回転数実際値に１つの加速時間が対応される。
【００５９】
本発明による推進駆動システムを推進器電動機の比較的低い回転数実際値範囲と比較的高
い回転数実際値との間で一様に移行できるようにするため、適応ランプ関数発生器の特性
曲線発生器に、低い回転数実際値範囲と高い回転数実際値範囲との間、例えば定格回転数
の１／３と定格回転数の１／２の間にあり、推進器電動機の中間の回転数実際値範囲に対
し、推進器電動機の回転数実際値の上昇につれて、高い回転数実際値範囲に較べて少しだ
け上昇する加速時間を設定すると有効である。
【００６０】
船の通常運転時には、特性曲線発生器に記憶された、船の充分な操縦性と機械設備全体を
大事に扱う運転との妥協として意識的に選ばれた特性が働く。非常時に船の操縦性を著し
く上げるには、適応ランプ関数発生器を入力装置に接続し、これにより特性曲線発生器に
与えられている加速時間を技術的に制約された限界値を専ら考慮して最小値に設定可能に
するのが有効である。
【００６１】
本発明の対象のその他の詳細、特徴及び長所を、実施例に関する以下の説明により明らか
にする。
【００６２】
図１及び２に示す推進駆動システムは、方位角モジュール１１と、これにゴンドラ状に配
置された推進モジュール１２とから構成された各１個のラダープロペラ１０を備える。こ
の方位角モジュール１１は、固定部１１ａを介して船体に結合されている。方位角モジュ
ール１１の固定部１１ａには方位角駆動装置１３が配置され、これは船内にある方位角制
御装置７０により制御され、方位角モジュール１１の可動部１１ｂを駆動する。方位角モ
ジュール１１の固定部１１ａには、更に、エネルギー伝達装置１４が配置され、これは推
進モジュール１２にある駆動原動機を船内の電気回路に接続している。方位角モジュール
１１の回転部１１ｂは、例えば電力供給或いは制御のための補助装置を備えている。推進
モジュール１２に配置された駆動原動機は、永久磁石励磁の同期機として形成され、２つ
の推進器（ラダープロペラ）の羽根１６を駆動する。
【００６３】
図１の実施例では、２つの同形のラダープロペラ１０が存在する。同期機の固定子巻線は
１つの３相交流電源に結線された３つの相巻線を備え、これはエネルギー伝達装置１４を
介して、船内に配置された、３相交流の電気エネルギーを特定の電圧、周波数及び相数の
交流電流に変換する直接変換器２０に接続されている。この直接変換器２０は、駆動原動
機の回転数を調整するものであり、その入力側で３つの３巻線変圧器を介して船内電気回
路に接続されている。
【００６４】
図１に示す駆動システムは５０％の推進冗長度ＲＰを持っている。この一様な冗長度によ
り、ラダープロペラ１０の１つにエラーが発生したときでも駆動システムが使用でき、そ
れ故、船は何時でも操縦可能である。このことは、特に悪天候条件において効力を発揮す
る。
【００６５】
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　図２に示す推進駆動システムは部分冗長性を備えており、それ故、同時に船級協会、例
えばジャーマン・ロイドの安全規定を満たしている。この協会は、航行装置がただ１つの
駆動原動機を備え、船がその他の駆動システムを備えていない場合、この航行装置が、電
力変換器或いは制御における異常の後に少なくとも１つの制約された航行動作が行えるよ
う構成せねばならないと要求している。
【００６６】
　上記の要求は、図２による推進駆動システムにおいて、ラダープロペラ１０が永久磁石
励磁の同期機として形成された駆動原動機を備え、その固定子巻線が６つの相巻線を持ち
、その中の各々３つが１つの３相交流電流に結線され、エネルギー伝達装置１４を介して
船内に配置された電力変換器器２０ａ、２０ｂに接続されている。電力変換器２０ａ、２
０ｂは各々電源転流の６パルスの直接変換器として形成され、各々４巻線変圧器として形
成された変流変圧器３０ａ、３０ｂを介してその入力側で船内の電気回路の中間電圧開閉
装置４０に接続されている。直接変換器２０ａ、２０ｂは各々一群の３つの逆並列接続さ
れた電力用半導体素子２１ａ、２１ｂ、２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂから構成され、
それらに対して各々１つの再冷却装置２４ａ、２４ｂが設けられている。
【００６７】
この部分システムに、各１つの固有の制御装置２５ａ、２５ｂ、２６ａ、２６ｂが設けら
れ、これらは、図２に示すように、各々船内電気回路の低電圧開閉装置５０がつながって
いる。各部分システムに、更にプログラマブル保安装置２７ａ、２７ｂが設けられ、これ
により警告信号並びに制御信号が作られる。監視装置６０は、船内電気回路での発電及び
配電を監視する機能を持つ。
【００６８】
両部分システムは通常運転時並列に運転される。一方の部分システムの制御装置２５ａ、
２６ａは、その場合、マスターとして働き、他方の部分システムの装置２５ｂ、２６ｂは
スレーブとして機能する。その場合マスターからスレーブへの変更は、、駆動システムが
遮断されているときにのみ可能である。両部分システムの制御装置２５ａ、２５ｂ、２６
ａ、２６ｂは互いに無関係に各そのときの実際値、例えば電圧及び電流を検出するが、専
らマスターとして機能する制御装置２５ａ、２６ａはその上位の位置により両部分システ
ムの機能、例えば発電装置の保護、回転数制御、トランスベクトル制御或いは電力用半導
体素子のパルスの形成を担当する。スレーブとして機能する制御装置２５ｂ、２６ｂはこ
れに対しては遮断されている。
【００６９】
両部分システムの１つに故障が発生すると、この故障した部分システムは入力側で中間電
圧開閉装置４０の遮断器により船内電気回路から、出力側では直接変換器２０ａ、２０ｂ
の出力側の断路器により推進器（プロペラ）の羽根１６の駆動原動機から切り離される。
故障した部分システムには、それを接地した後で、保守のためにそれに近づくことができ
る。他方の故障のない部分システムは、その場合、制約された運転を保証し、そのときそ
の制御装置２５ａ、２５ｂ、２６ａ、２６ｂはマスターとして機能する。
【００７０】
上述の推進駆動システムは、製作済みの機能単位として形成されたコンテナに配置されて
いる。適当な船の基礎に配置されたコンテナは、その場合、次の機器を含む。即ち、
・直接変換器出力部
・清水冷却装置直接変換器
・直接変換器制御装置
・船固有の制御装置２５ａ～２６ｂ
・給電用ロッカー
・変換器用変圧器３０ａ、３０ｂ
・変換器用変圧器３０ａ、３０ｂのための清水冷却器
・油圧ポンプ駆動装置
・制御盤方位角制御装置
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【００７１】
これらの機器は各メーカーからコンテナの組立て地に供給され、そこで１つの機能単位に
結合される。このようして造船所とのインタフェースの説明が容易になる。上記のコンテ
ナにはなお船内システムへのインタフェース、例えば給気及び排気システム又は船内空調
装置への接続端、船の生冷却水系への接続端、中電圧開閉装置の電力ケーブルへの接続端
、低電圧主配電盤及び非常配電盤の補助給電装置への接続端、信号線及び母線の接続端、
照明及びソケット口ケーブルの接続端並びにＳＳＰ推進器への電力ケーブルの接続端イン
タフェース、例えば方位角原動機への油圧管の端子、ＳＳＰ推進器への電力ケーブルの端
子、補助電源のためのケーブル接続端或いは信号線及び母線の、特に環状母線システムに
よる接続端等がある。
【００７２】
勿論、推進駆動システムだけを１又は複数のコンテナに纏めるのではなく、例えば、通常
中間電圧及び低電圧ユニット並びにＭＫＲ制御盤及び自動化ユニットを納めた機械管制室
又は同期発電機やディーゼル機関或いはガスタービンを駆動装置として備えるエネルギー
発生装置も纏めることができる。
【００７３】
予め製作したシステムモジュールとしてのコンテナは溶接構造として形成し、その寸法を
コンテナ船での輸送のために標準化する。コンテナは、その場合、特に長さ６．０５５ｍ
、幅２．４３５ｍ、高さ２．５９１ｍの所謂２０フィートコンテナとして或いは長さ１２
．１９０ｍ、幅２、４３５ｍ、高さ２．５９１ｍの所謂４０フィートコンテナとして規格
化するのがよい。複数のコンテナを長さ及び横方向に組立てることにより、かくして異な
る大きさの電気機械室が船内に構成できる。予め製作したコンテナは、この目的のため、
普通船のフレームシステムに嵌め込まれる。これにより、例えばサービス及び保守の目的
のために、比較的簡単に分解できる。後者に関しコンテナは、更に、専門作業者をアクセ
ス可能にする閉鎖可能な扉を有する。
【００７４】
更に、コンテナは、通常、照明とコンセントを備え、船側の給気及び排気システム又は船
の空調設備への接続口を有する。コンテナに配置した機器の、排気システムを通してコン
テナ室から排出されない損失熱については、規則に従い、船の清水システムに接続された
熱交換器を備える。船は、普通、傾斜位置のような動荷重、例えば船体の振動、震動或い
は歪みを受けるので、コンテナは、このような環境条件にも係らず異常なく連続使用を保
証できるよう設計されている。
【００７５】
上述の実施の形態により、その冗長性により操縦性に関して比較的高い確実性と信頼性と
を保証する推進駆動システムが提供される。この推進駆動システムの比較的高い使用性は
、なかんずく、故障運転状態が確実にかつ速やかに検出され、例えば警報発信、出力の削
減或いは電源の切り離しのような必要な手段が遅滞なく行われることに帰せられる。ＳＳ
Ｐ駆動技術のような、船外に配置されたラダープロペラを備えた船の駆動システムは、自
然の劣化や運転に起因する磨耗を受けるだけでなく、例えば船体の傾斜、振動、衝撃或い
は歪みのように、故障にもなりかねない外部からの影響にも付加的に曝されるので、冗長
性のある船の駆動システムが安全上の観点から欠かせない。とりわけ、本発明によれば、
しかし又、個々の構造機器、特に制御装置２５ａ、２５ｂ、２６ａ、２６ｂを、例えば“
SIMADYN　D”や“SIMATIC　S7”の名称で知られるような標準機器でモジュール構造に構
成することにより、経済的な側面も考慮される。
【００７６】
図３のブロック回路１０１は、エンジンテレグラフ１０５を介して推進器１０４の軸１０
３の電動駆動装置１０２に船長から与えられる回転数目標値１０６に従って動作する、推
進駆動システムの制御装置部分を示す。
【００７７】
従来の駆動装置では、回転数目標値１０６の突然の変更１０５は、後置したランプ関数発
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生器１０７によって特定の加速及び減速を持つ傾斜に変換される。回転数目標値ｎ*につ
いてのこの修正された信号１０８は、加算点１０９を介し、特に比例成分及び積分成分で
もって実現されている回転数調節器１１１の入力端１１０に達する。
【００７８】
更に、回転数調節器１１１の入力端１１０には、電動機１０２の回転数ｎの反転された測
定信号１１２が到達する。なおこの信号は軸受けブラケットのＢ側の範囲において電動機
１０２の軸１１３に結合されたインクレメンタル発信器１１４によって求められる。これ
は、インクレメンタル発信器１１４の２つの位相ずれした矩形出力信号を、その位相状態
を考慮して計数状態をパルス的に増大することで行われる。各固定時間間隔の始めと終わ
りの計数状態の差を形成することにより回転速度に比例するディジタル信号が生じ、この
信号は、しかる後、回転数目標値１０８に相当する振幅を持つアナログ信号１１２に変換
される。調節器１１１において回転数実際値ｎを正確に修正された回転数目標値１０８に
合わせることに成功すると、直ちに調節器１１１の入力信号は加算点１０９における差の
形成ｎ*－ｎにより零になる。
【００７９】
これに対し入力信号１１０が零に等しくない場合、回転数調節器１１１はその最終出力信
号１１６を変え、その振幅は制御段によって要求される加速或いは制動トルクとして捉え
られる。特に３相交流非同期機又は３相交流同期機として形成されている電動機１０２に
おいて、生じたトルクが適切な界磁指向制御によって（ここではこれについて詳細に立ち
入らない）電流磁束ベクトルにほぼ比例するようにされるから、回転数調節器１１１の出
力信号１１６はこの回路１０１の範囲において同時に対応する電動機電流に対する目標値
Ｉ*として捉えられ、もう１つの加算点１１７を介して下位の電流調節器１１９の入力端
１１８に導かれる。この電流調節器１１９は、基本的には同様に、比例要素と積分要素と
を持つＰＩ特性を備えている。
【００８０】
更に、加算点１１７には電動機電流Ｉの反転測定信号１２０が到達し、この電動機電流Ｉ
の反転測定信号１２０は１つの、例えば１つ或いは複数の、電動機１０２の通電導体１２
１に挿入されたシャント１２２により得られた電流実際値１２３から、後置された測定変
換器１２４における評価により振幅値として形成される。この電流振幅値１２０は、３相
交流非同期機或いは３相交流同期機１０２では電動機電流１２３から求めた電流ベクトル
のトルク形成成分に相当し、これに対し直流電動機の場合、測定された電機子電流が直接
使用される。
【００８１】
　電流調節器１１９の出力信号１２５は電力変換器１２７に作用する制御装置１２６に達
する。電力変換器１２７は一次側が３相交流回路１２８に接続され、３相交流非同期機又
は３相交流同期機１０２の場合には変換器として、直流電動機１０２を使用する場合電力
変換器として構成されている。
【００８２】
回転数制御回路１２９の下位に設けた電流制御回路１３０は、上位の回転数制御回路１２
９の範囲で、回転数実際値１１２を回転数目標値１０８に正確に合わせるために用いる電
動機１０２のトルクの最適な適合を得るためのものである。この場合、電動機１０２は、
勿論、時間的に変動するトルクを出さねばならない。というのは、推進器１０４はその羽
根１３１が船体に設けられたスケッグ或いは推進器支持部材の傍を通る際に高い制動トル
クを受け、従って荷重トルクのほぼ一定の平均値に、その周波数が推進器回転数と推進器
の羽根数の積にほぼ相当する高調波が重畳するからである。この変動する荷重トルクの回
転数実際値ｎに対する作用をできるだけ少なくするために、電動機１０２は常時それに応
じて変動する駆動トルクを発生せねばならず、その反作用トルクは電動機の固定部１３２
を介して船体に導入され、そこにそれに応じた周波数を持つ、船構造に有害に作用する振
動が呼び起こされる。その反対側で駆動トルクの変動は、推進器及びその伴流域を介して
、推進器にキャビテーションが促進され或いは引き起こされるように不利に作用する。
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【００８３】
本発明による対策は、回転数調節器１１１の調節器出力信号１１６の一部を負帰還するこ
とにある。これにより、回転数調節器１１１が対向トルクを発生するために最終電流目標
値Ｉ*を発生するときに、回転数実際値ｎの回転数目標値ｎ*からのどのような偏差におい
ても、反転され、割り算計数３４で乗算された信号１３５として加算点１０９に導かれる
負帰還１３３によって、仮想的に修正された回転数目標値ｎ*がｎR＝Ｒ×Ｉ*の値だけ削
減される。
【００８４】
これによって調節器１１１は、それに応じて低減した回転数目標値ｎ*－ｎRに制御しよう
とし、これにより電動機１０２に、回転数ｎ*をｎ*－ｎRに低減することにより振動エネ
ルギーを駆動部１０２、１０３、１０４から解放する機会を与える。その場合、調節器１
１１は低下する電動機回転数ｎに、低下する回転数目標値ｎ*－ｎRを対比し、これにより
殆ど逆制御する必要はない。従って、電動機１０２は全く或いは僅かにしか付加的なトル
クを発生しないので、電動機の固定部１３２において大きなトルクが船体に進入すること
はない。
【００８５】
推進器の羽根１３１が他の位置を取ると、直ちに軸１０３にかかる荷重は低下し、原動機
トルクの上昇なしに回転数ｎが再び上昇する。回転数実際値ｎは仮想の回転数目標値ｎ*

－ｎRより大きいから、調節器出力信号１１６の振幅は低下し、システムは最初の動作点
に戻る。
【００８６】
回転数はこのようなサイクルの間に連続的に低下するから、回転数ｎの平均値は実際の、
一定の回転数目標値ｎ*に対してやや下がり、このことは凡そ０．２％～１．５％の残留
する制御偏差として認識される。この効果に対抗するため、目標値ｎ*の分路に、この値
ｎ*を仮想的に適当な尺度だけ上方に修正する補償回路を挿入することができる。
【００８７】
この場合、特に船推進器駆動装置においては、推進器１０４の負荷トルクはその回転数ｎ
のほぼ二乗で上昇し、従ってその結果負帰還された、静的状態において電動機１０２の駆
動トルクにほぼ比例する信号１３５もほぼ回転数平均値ｎmの二乗の関数として捉えられ
る事実を利用する。他方、実際の回転数平均値ｎmが近似的に回転数目標値ｎ*と一致する
との仮定の下で、補償器は、従って、回転数目標値ｎ*に対して二乗で上昇する分路を持
たねばならない。本発明の機能は、回転数実際値ｎ、１１２が、上述の補償を形成する関
数発生器１３７を介して信号ｎL

*、１３６として加算点１３８に導かれ、これにより回転
数目標値ｎ*、１０６を値ｎL

*＝（ｎ）だけ削減することにある。定常状態では、従って
、ｎL

*＝－ｎRであり、加算点１０９において信号１０８と信号１３５の和が信号１０６
に等しい、という望ましい作用がある。
【００８８】
　図４で原理的に示す推進器２０１の推進駆動システムは、ディーゼル発電機装置２０６
により船内電気回路２０５及び変換器又は電力変換器２０７を介して電気エネルギーを供
給される推進器電動機２０３を備えている。
【００８９】
ディーゼル発電機装置２０６は種々の数のディーゼル発電機を備えてもよい。この場合、
普通は同期発電機が使用される。
【００９０】
推進器２０１は、推進器電動機２０３の駆動軸によって駆動される。
【００９１】
　推進器電動機２０３には回転数調節器２０９と、電流制御をする変換器又は電力変換器
２０７とが接続され、これらにより推進器電動機２０３の駆動軸２０２の回転数、従って
推進器２０１の回転数が制御できる。
【００９２】
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　変換器又は電力変換器２０７の電流調節器２０８は、入力側において電流目標値Ｉ*２
１９を回転数調節器２１６から得ている。所定の回転数ｎ*に相当する電流目標値Ｉ*２１
９は電流調節器２０８の他に回転数調節器２１６から適応ランプ関数発生器２２６の入力
側にも加えられている。
【００９３】
適応ランプ関数発生器２２６は出力側に正のオフセット回路２３０及び負のオフセット回
路２３２を備えている。この２つのオフセット回路２３０、２３２により電流目標値ｎ＊
２１９は変化範囲を備え、この変化範囲の上部限界２３１及び下部限界２３３は適応ラン
プ関数発生器２１６の出力側から、上部の電流値制限ユニット２１７及び下部の電流値制
限ユニット２１８が設けられている回転数調節器２１６の出力側に与えられる。
【００９４】
上部の電流値制限ユニット２１７及び下部の電流値制限ユニット２１８から、回転数調節
器２１６に対して、その中に電流調節器２０８に与えられる出力側の電流目標値Ｉ*２１
９が留まっていなければならない可変調整範囲が生じる。
【００９５】
適応ランプ関数発生器２２６によって電流目標値の変化範囲を求める際、ディーゼル発電
機装置２０６並びに船内電気回路２０５により定まる限界値が考慮される。これらの限界
値によって、回転数調節器２１６の出力側で、これを離れる電流目標値Ｉ*２１９を変化
できる変化範囲が制約される。この場合、船内電気回路２０５が推進器電動機２０３を動
的に追従できるよう保証せねばならないことが考慮する必要がある。船内電気回路２０５
における負荷変化時の又は推進器電動機２０３の動的限界は、ディーゼル発電機装置２０
６の特性に高度に依存しており、その際原則的にはディーゼル発電機装置２０６のディー
ゼル原動機及び普通同期発電機として形成した発電機は互いに別々に考察せねばならない
。
【００９６】
適応ランプ関数発生器２２６には、回転数調節器２１６から電流調節器２０８に与えられ
る電流目標値Ｉ*２１９に対する加速及び減速時間が設定されており、この加速及び減速
時間の大きさの設定に際しディーゼル発電機装置２０６のディーゼル原動機の許容時間負
荷及び負荷軽減が考慮される。これを考慮するため、適応ランプ関数発生器で固定された
加速及び減速時間は推進器電動機２０３の回転数ｎ２１５の大きさに比例して変化する。
これにより、駆動装置の変換器又は変流器により受け取られた実効出力は推進器電動機２
０３の回転数ｎ２１５に無関係な加速及び減速時間を持つことができる。
【００９７】
操船範囲にほぼ一致する、推進器電動機２０３の下部回転数範囲において適応ランプ関数
発生器２２６に登録された、電流目標値Ｉ*２１９に対する加速及び減速時間に対し、デ
ィーゼル発電機装置２０６の同期発電機の無効電力付与の許容時間変化に依拠する最小加
速及び減速時間が考慮される。
【００９８】
　更に、適応ランプ関数発生器２２６に登録された、電流目標値Ｉ*２１９に対する加速
及び減速時間はディーゼル発電機装置２０６のディーゼル発電機の数に逆比例して変更さ
れる。これにより、ディーゼル発電機装置２０６のディーゼル発電機によって発生される
実効電力は、変換器又は電力変換器２０７の運転に無関係な加速及び減速時間を持つこと
ができる。
【００９９】
　修正された状態において回転数調節器２１６は、電流調節器２０８に与えられる電流目
標値Ｉ*２１９を制限されることなく自由に導き得る状態にされていなければならない。
さもないと、推進器電動機２０３に大きな唸りが生じ、これは船に対し機械的振動又は固
体伝播音源として作用し、推進器２０１のキャビテーションを促進し或いは開始させる。
この理由から電流目標値Ｉ*２１９は回転数調節器２１６から、その他も通常のように、
更に直接推進器電動機２０３の変換器又は電力変換器２０７の電流調節器２０８に入る。



(18) JP 4623897 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

これと同じ電流目標値は、しかし、並列に適応ランプ関数発生器２２６にも達する。この
適応ランプ関数発生器２２６の出力側は、従って、ディーゼル発電機装置２０６のディー
ゼル発電機の先に説明した許容動特性を形成する。回転数調節器２１６の回転数制御に、
それにも係らず、必要な変形幅又は自由度を与えるため、適応ランプ関数発生器２２６の
出力値は、正のオフセット回路２３０又は負のオフセット回路２３２を介して回転数調節
器２１６の上部電流制限ユニット２１７及び下部電流制限ユニット２１８に進む。これに
より回転数調節器２１６にとって、推進器電動機２０３の変換器又は電力変換器２０７の
電流調節器２０８に更に送られる電流目標値Ｉ*２１９を、その状態と幅が変化する変化
範囲の中で通すことが可能となり、この変化範囲によりいわば回転数調節器２１６から電
流調節器２０８に更に与えられる電流目標値Ｉ*２１９に対する可動の窓が生ずる。この
可動の窓内で、回転数調節器２１６は電流目標値Ｉ*２１９を自由に通流させる。
【０１００】
　この量と位置が変化可能な変化範囲の中で又は前述の可動窓の範囲内で、回転数調節器
２１６は完全な動特性をもって動作する。これに伴い、船内電気回路２０５に電圧変動が
生ずる。ディーゼル発電機装置２０６の同期発電機の励磁は、そこでは電流目標値Ｉ*２
１９を、推進器電動機２０３の変換器又は電力変換器２０７に更に導かれるように、時間
的に最早追従できないからである。推進器電動機２０３に付属する変換器又は電力変換器
２０７の電気回路側の無効電流は、通常、船ではｘｄ"＝１４～１８％で生ずる同期発電
機のリアクタンスを介してこの電圧変動を生み出す。適応ランプ関数発生器２２６により
、変化範囲又は可動窓の幅に対して与えられるような、正のオフセット２２９及び負のオ
フセット２２９の大きさは、それから生ずる又はそのため生じた船内電気回路側の無効電
流は発電機のリアクタンスで、いずれの場合にも船内電気回路２０５における許容電圧公
差内にある電圧降下を生ずるよう設定される。船内電気回路２０５における許容電圧公差
内の速い電圧変動は、その運転に対し危険を及ぼさない。正及び負のオフセット２２９は
、電気回路側の力率が推進器電動機２０３に設けられた変換器又は電力変換器２０７の制
御に依存するので、推進器電動機２０３の回転数ｎの大きさに比例する。更に、正及び負
のオフセット２２９は、船内電気回路２０５に給電するディーゼル発電機装置２０６にお
ける同期発電機の数に比例する。船内電気回路２０５における短絡電力も、同様にこの電
気回路２０５に給電するディーゼル発電機装置２０６における同期発電機の数にほぼ比例
するからである。
【０１０１】
図５に原理的に示す推進器３０１の推進駆動システムは、推進器電動機３０３を備え、こ
れにより推進器３０１をその駆動軸３０２で駆動する。
【０１０２】
　推進器電動機３０３は、通常の方法で、変換器又は電力変換器３０６を介して船内電気
回路３０５から電気エネルギーを供給する。
【０１０３】
　推進器電動機３０３の運転は、回転数調節器３１５により制御される。回転数調節器３
１５の出力信号、即ちトルク目標値又は電流目標値Ｉ*３１６により推進器電動機３０３
の駆動軸３０２の回転数は、変換器又は電力変換器３０６を介して調整される。
【０１０４】
推進器電動機３０３の運転状態を許容範囲内に保持するため、回転数調節器３１５に適応
ランプ関数発生器３１１を設けてある。適応ランプ関数発生器３１１には、入力装置３０
９により推進器電動機３０３又は推進器３０１に対する回転数目標値が入力される。
【０１０５】
適応ランプ関数発生器３１１に、特性曲線発生器３１９が設けてある。これは、推進器電
動機３０３の駆動軸３０２の回転数実際値ｎ３１４の大きさに関係し、適応ランプ関数発
生器３１１の出力側から回転数調節器３１５に与えられる信号ｎ*３１２を、駆動軸３０
２の回転数実際値ｎ３１４を入力装置３０９に予め与えられた目標回転数３１０に合わせ
るため、その中に記憶した特性に応じて修正するものである。この場合、推進器電動機３
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０３の駆動軸３０２の回転数実際値ｎ３１４の大きさは適応ランプ関数発生器３１１から
回転数調節器３１５に与えられた信号ｎ*３１２の基準可変数として機能する。
【０１０６】
なお、適応ランプ関数発生器３１１の特性曲線発生器３１９には加速時間に対する種々の
特性を記憶している。
【０１０７】
推進駆動システムの適応ランプ関数発生器３１１の動作により、定常の負荷トルクに特定
可能な加速トルクを与えることができる。この特定可能な加速トルクは、航行モードの範
囲、即ち推進器電動機３０３の比較的高い回転数実際値の範囲においてある程度一定であ
り、従って一時的に不必要に高い値にならない。
【０１０８】
図６は、制御装置側からの種々の制御可能性をブロックダイヤグラムで示す。操縦スタン
ド及び非常操縦スタンドの入出力装置を介して行われる全操縦スタンドの操船状態の変更
は、目標値の飛躍なしに行われる。操縦スタンド（ブリッジ）側から操縦レバーを修正し
そして他の操縦スタンドの適当なキーで制御することで、手動による操縦レバーの操作は
不要である。活動中の操縦スタンド（ブリッジ）での推進器駆動装置の回転数及びスラス
ト方向の目標値の設定は、図６の上の箱で示すように、これから行われる。機関管制室（
ＥＣＲ）側の活きている制御スタンドにおいては、図６の第二の箱で示されているように
、これからは回転数の設定だけが行われる。スラスト方向の設定は、ブリッジの操縦スタ
ンドから行われる。操縦スタンド変更、特にジョイスティック、トラック／スピード－パ
イロット及びタンデム運転は、その場合、不可能である。非常制御スタンド（ＥＣＳ）と
して非常操縦スタンドが活きている場合、スラスト及びスラスト方向の目標値の設定は非
常操縦スタンドのキーによって共通に行える。ジョイスティック、トラック／スピード－
パイロット及びタンデム運転は、その場合、不可能である。ブリッジからの指令の設定は
、電話により（例えばスラスト方向及びスラスト）又はテレグラフにより（例えばスラス
ト）、個々の操縦スタンド及びそのモジュールは、図６に示すように、リングバス９０に
より交信のために互いに接続されている。
【０１０９】
図７は本発明による推進駆動システム制御装置の入出力装置の構造を示し、該装置はブリ
ッジ側の主操縦スタンドとして使用される。この入出力装置は、その場合、各２０記号当
り４行の解を持つ複数の文章表示からなる。更に、この入出力装置は複数のキーを持って
いる。これは以下に詳しく説明する。なお、図１０ａ及び１０ｂはモジュールとして形成
した入出力装置の部分範囲を詳細に示す。
【０１１０】
「ディーゼル発電機」の文字を記した入出力装置のボードは、実際に稼動しているディー
ゼル発電機を選択して示す。１００％キーを介して、運転準備のできている全発電機を船
内電気回路に接続することができる。
【０１１１】
「運転停止」キーで操船装置の操作が中断され、船内電気回路の変換器が調節器の閉鎖状
態に設定される。その場合、各駆動装置を開閉する全機能キーが閉鎖される。更に、操縦
レバーによる目標値の設定が閉鎖され、並びに回転数及びスラスト方向の目標値に対する
非常運転キーも閉鎖される。「運転停止」キーは、フラップによって意思に反した操作か
ら保護される。この停止の解除は、操縦レバーが停止位置あり、少なくとも２つの発電機
が回路にあるときに可能である。
【０１１２】
ブリッジの操縦スタンド側の入出力装置に、軸回転数及び両駆動装置に対するＳＳＰ位置
が表示される。この表示は、その場合、９６×９６ｍｍのフォーマットを持っている。
【０１１３】
ブリッジの操縦スタンドの、全入出力装置の表示は、調光ポテンショメータを介して調光
可能である。入出力装置の薄膜キーボードの表示は、その場合、調光機能を組み込むこと
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によって実現される。
【０１１４】
「非常速度制御」の発光キー４１０を介して、非常制御キーへの各駆動装置の回転数設定
が行われる。非常制御が働いているとき、このランプは連続光を発する。回転数を上げ又
は下げるためのキーを操作すると、それに応じたキーが発光する。ランプは、キーを押し
て非常制御を選択したとき発光する。キーは直接回転数調節器に適当な導体によって接続
されている。
【０１１５】
「非常操縦制御」の発光キー４１１を介し、各駆動装置のスラスト方向の非常制御キーへ
の設定が行われる。非常制御が働いているとき、ランプは連続光で発光する。左舷又は右
舷回転用のキーを操作すると、各々に応じたキーのみが発光する。ランプは非常制御が働
いている際にのみ発光する。キーは直接制御油圧の弁に作用している。
【０１１６】
警告文章表示画面４１２は、最重要な異常通知を簡潔文章で表示する。警告システムを操
作すべく、警告文章表示画面４１２下に４つのキーを配置してある。
【０１１７】
アナログ値表示器４１３は駆動システムからの８個のアナログ値を表示する。このアナロ
グ値は、その場合、以下に説明するキーで選択される。選択された機能はＬＥＤによって
示される。各選択された表示は、その場合、約３０秒後に自動的に消滅する。消滅後使用
可能な電力が表示される（残存パワー（ｋｗ））。
【０１１８】
「スラスト方向」キー４１４はスラスト方向表示を選択するためのものである。「残存パ
ワー」キー４１５は使用可能な軸電力を表示するためのものである。「シャフトパワー」
キー４１６は軸出力表示を選択するためのものである。「シャフトスピード」４１７は軸
回転数表示を選択するためのものである。「固定子電流」キー４１８は固定子電流表示を
選択するためのものである。「固定子電圧」キー４１９は固定子電流表示を選択するため
のものである。「トルク」キー４２０はトルク値表示を選択するためのものである。
【０１１９】
「推進モード」で示された、ブリッジ側の入出力装置のモジュールは、この領域４２１に
、運転モードを選択するためのキーと表示器を備えている。個々に、このキーは以下の機
能を持っている。
【０１２０】
「シングルモード」（キー４２２）において両ＳＳＰ駆動機構が別々に操作される。スラ
スト方向及び回転数の指令は各駆動機構の操縦スタンドの制御レバーによって与えられる
。左舷の制御レバーは左舷側のＳＳＰ駆動機構を操作し、右舷の制御レバーは右舷側のＳ
ＳＰ駆動機構を操作する。キー４２２はブリッジ側の選択された操縦スタンドにおいての
み解錠される。
【０１２１】
「タンデムモード」（キー４２３）では、両駆動装置の指令が１つの制御レバーにより設
定される。タンデム運転のマスターは、最後に「タンデムモード」キー４２３が操作され
た指令スタンドである。このキーはブリッジ側で選択された操縦スタンドにおいてのみ解
錠される。
【０１２２】
「ジョイスティック」キー４２４を介しジョイスティック運転が選択できる。ジョイステ
ィックモードでは、制御角及び回転数の目標値はジョイスティックシステムによって設定
される。このキーはブリッジ側で選択された操縦スタンドにおいてのみ解錠される。
【０１２３】
「トラックパイロット」キー４２５で、方位角を設定するための指令がトラックパイロッ
トに伝達される。トラックパイロットが働いているとき、方位角の設定はこのシステムを
介して行われる。ブリッジ側の操縦スタンドの制御レバーは電気軸により修正される。こ
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のキーは、ブリッジ側で選択した操縦スタンドにおいてのみ解錠される。この選択の間、
キー４２５が点滅する。トラックパイロットが働いているときキー４２５のランプは連続
光で発光する。
【０１２４】
「スピードパイロット」キー４２６で、回転数目標値を設定する指令がスピードパイロッ
トに伝達される。スピードパイロットの動作時、回転数目標値の設定はこのシステムを介
して行われる。ブリッジ側の操縦スタンドの制御レバーは、その場合、電気軸を介して修
正される。この「スピードパイロット」キー４２６はブリッジ側で選択された操縦スタン
ドでのみ解錠できる。この選択の間キー４２６が点滅する。スピードパイロットの動作中
ランプが連続光を発する。
【０１２５】
「ハーバーモード」キー４２７により所謂港湾モードが選択される。港湾モードではＳＳ
Ｐの回転角は制限されない。スラスト方向の調整は、最高速度に設定される。これはＳＳ
Ｐの第二油圧ポンプのスタートにより達せられる。港湾モードでは、発電機の自動脱落は
阻止されている。キー４２７は船橋側で選択された操縦スタンドにおいてのみ解錠される
。
【０１２６】
「海上モード」キー４２８を介し海上モードが選択される。海上モードではＳＳＰの制御
角は凡そｘ／－３５％に制限される。スラスト方向の調整は油圧ポンプで行う。キー４２
８は船橋側で選択した操縦スタンドでのみ解錠される。
【０１２７】
「クラッシュストップ」キー４２９は緊急停止のシーケンスを開始或いは停止する。この
キーは緊急停止機能が働いているとき連続光を発する。緊急停止機能は、有効な全駆動装
置（ＳＳＰ）に関し共通に開始又は停止される。このキーは保護蓋により、意思に反して
操作されないよう保護され、船橋側で活性化した操作スタンドにおいてのみ解錠される。
【０１２８】
「舵取り」４３０で示す、推進駆動システムの制御装置の入出力装置の領域に方位角調整
を操作し、警告するためのキーと表示部が配置されている。
【０１２９】
「舵取り制御ミス」の表示４３１はＳＳＰ調整のための、制御システムの故障を表示する
。舵推進器調整は存在していない。
【０１３０】
「舵取り機構ブロック」の表示４３２は、赤色連続光でＳＳＰの方位角調整が機械的に阻
止されていることを表示する。この装置により、この状態の制御は不可能である。この装
置の推進は限られたトルクで可能である。「位相／過負荷ポンプ」表示４３３は油圧ポン
プ１又は２の位相エラー或いは過負荷を表示する。「供給電源１／２」の表示４３４は方
位角調整のための油圧ポンプ１又は２の供給電圧の異常又は消滅を表示する。
【０１３１】
「電気軸故障」の表示４３５は、スラスト方向を設定するための操縦レバーの電気軸が故
障し或いは誤っていることを報知するとき、赤色連続光で現れる。
【０１３２】
「油圧ロッキングミス」の表示４３６は方位角調整のための油圧系の機能消失を表示する
。ＳＳＰは、その場合、所定の回転角目標値に応答しない。
【０１３３】
「油圧タンクレベル」の表示４３７は、赤色連続光でＳＳＰ方位角調整の油圧系における
油圧の消失を表示する。油圧レベルはその後最低レベルに達する。
【０１３４】
「待機ポンプ」の表示４３８は、圧力損失に繋がる油圧系の故障を表示する。その場合、
活動していないポンプは自動的に起動しない。故障しているポンプは切り離される。この
機能は赤色連続光で表示される。自動切換えは、キー４２８で活性化される「海上モード
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」においてのみ働く。
【０１３５】
「油圧ポンプ１／２」は、ＳＳＰ方位角制御の油圧系からポンプ１又は２の選択及び動作
表示のためのものである。キー４３９は船橋側の選択された操縦スタンドにおいてのみ解
錠される。
【０１３６】
４４０で示されている領域「保安システム」には、保安装置を操作し、警告するために設
けらたキー及び表示部を配置してある。
【０１３７】
「遮断」表示４４１は、駆動装置の完全故障時の自動遮断に伴い現れる。
【０１３８】
「スローダウン」表示４４２は赤色連続光で駆動装置の自動減速を警告する。自動減速は
、「スローダウンオーバーライド」キー４４６によって終了する。「停止要請」表示４４
３は、赤色点滅光で機械の保護のために駆動装置を停止すべき旨を伝える。
【０１３９】
「スローダウンリクエスト」キー４４４は赤色点滅光で機械の保護のために駆動装置を減
速すべき旨警告する。
【０１４０】
「シャットダウンオーバーライド」キー４４５は、自動遮断を解除するためのものである
。自動遮断は操作員によって解除されるが、前もって点滅する赤色表示「シャットダウン
」で表示される。遮断の解除は、その場合時間遅れがある。キー４４５は保護カバーで意
図に反して操作されるのを保護しており、船橋側で選択した操縦スタンドにおいてのみ解
錠できる。
【０１４１】
「スローダウンオーバーライド」キー４４６は、自動減速を解除するためのものである。
自動減速は操作員によって解除されるが、「スローダウンオーバーライド」ランプの点滅
する赤色表示で表示される。キー４４６は船橋側で選択された操縦スタンドにおいてのみ
解錠できる。このキーは保護カバーによって意思に反して操作されないように保護されて
いる。
【０１４２】
「推進制御ＰＣＳ」４４７で示される領域には、電気駆動システムの操作員及び警告のた
めに用意されているキー及び表示部が配置されている。
【０１４３】
「リモートコントロールエラー」表示４４８は、操縦レバーで装置が制御不能な際に現れ
る。この場合、既述の如く、非常制御キーに切り換えねばならない。
【０１４４】
「９０％パワー」表示４４９は、使用可能な出力の９０％に達していることを発電部の保
護装置が認識したときに、赤色連続光で現れる。
【０１４５】
「パワーリミットアクティブ」表示４５０は、駆動装置の制限が働いているとき、赤色連
続光で現れる。
【０１４６】
「レバーを０に」の表示４５１は、装置の状態が操縦レバーの零位置への移動を必要とす
るときに、赤色連続光で現れる。
【０１４７】
「電気軸エラー」表示４５２は、回転数設定の電気軸が故障している或いはエラーを報知
しているとき、赤色連続光で現れる。
【０１４８】
「スタートミス」表示４５３は、スタートシーケンスがエラーによって中断したとき、赤
色連続光で現れる。ストップ或いはスタートシーケンスを開始することでこの表示は取り
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消される。
【０１４９】
「推進エラー」表示４５４は、駆動制御装置が操船装置内部の故障を認識した際に、赤色
連続光で現れる。
【０１５０】
「コンバータトリップ」表示４５５は、ＳＳＰの変換器１又は２が故障したとき、赤色連
続光で発光する。
【０１５１】
「推進準備完了」表示４５６は、駆動及び制御装置の動作準備のを完了時に緑色連続光で
現れる。一連のスタート動作を行うも、操船装置の準備が未了のときは、この表示が点滅
する。ランプは一連のストップ動作を経過した後消える。
【０１５２】
「スタート阻止」表示４５７は、装置のスタート準備が未了のとき、赤色連続光で現れる
。このことは、一連のスタート動作のためのスタートの解錠がないことを意味する。
【０１５３】
「コンバータ運転中」表示４５８は、変換器１又は２が電源回路に接続され、その動作の
準備ができているとき、緑色連続光で現れる。
【０１５４】
「スタート推進」キー４５９は、駆動装置を自動的に作動させるためのものである。これ
には、再冷却装置の運転側への接続、変換器の投入、方位角調整のために油圧ポンプを要
求すること及び軸制動の解放が属する。一連のスタート動作の間この表示は緑色光で点滅
する。スタート動作の終了状態でランプは消える。キーは船橋側の選択されて操縦スタン
ドにおいてのみ解錠できる。
【０１５５】
「ストップ推進」キー４６０は、駆動装置を自動的に遮断する。これに、再冷却装置のス
タンバイへの接続、変換器の遮断、方位角調整のための油圧ポンプの遮断及び最後に軸制
動をかけることが属する。一連のストップ動作の間表示は赤色光で点滅する。ストップ動
作の終了状態でランプは赤色連続光で発光する。このキーは船橋側の選択された操縦スタ
ンドにおいてのみ解錠できるる。
【０１５６】
「コンバータ選択」キー４６１は、変換器１又は２を選択するためのものである。キーを
押すことで変換器１、２が選択され又は外される。少なくとも１つの変換器１又は２が選
択されねばならない。選択のために装置は遮断状態になければならない。このキーは船橋
側の選択された操縦スタンドでのみ解錠できる。
【０１５７】
「コントロールステーション」と示された領域４６２には、有効な制御スタンド又は操縦
スタンドを選択し、表示するために設けらたキー及び表示部が配置されている。
【０１５８】
「ブリッジコントロール」キー４６３は船橋側の操縦スタンドの選択のためのものである
。キー４６３のランプはブリッジへの操縦スタンドの変更開始及びブリッジの動作してい
る操縦スタンドを表示する。
【０１５９】
「ＥＣＳコントロール」キー４６４は、操縦スタンドＥＣＲ（エンジン管制室）の選択の
ためのものである。キー４６４のランプは、ＥＣＲへの操縦スタンドの変更開始及びＥＣ
Ｒの動作中の操縦スタンドを表示する。
【０１６０】
「ＥＣＳコントロール」表示４６５が発光しているときは、非常操縦スタンドが活きてい
る。ブリッジからの操船装置の操作は不可能である。
【０１６１】
「舵取り車コントロール」キー４６６により制御輪の制御スタンドが選択される。引受け
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を開始するとキー４６６が点滅する。この引受けは制御輪の制御スタンドの「コントロー
ル引受け」キー４６７で行われる。このキーは船橋側の選択された操縦スタンドにおいて
のみ解錠できる。
【０１６２】
「コントロール引受け」キー４６７は、操縦スタンドを確認し、引き受けるために設けら
れている。要求された際「コントロール引受け」キー４６７のランプが点滅する。この表
示が連続光で発光する場合、正にこの制御スタンドは活きている。この表示はブリッジ上
で作動中の補助スタンドを区別するのに役立つ。
【０１６３】
左舷及び右舷ＳＳＰの操縦レバー４７０は、駆動装置に回転数及びスラスト方向を設定す
るためのものである。個々の操縦スタンド、即ち非常操縦スタンド、ブリッジ等の操縦レ
バーは電気軸を介して互いに接続されている。これによりスラスト方向並びにスラスト方
向に選択されてない操縦スタンドのプロットが行われる。タンデムモードにおいて両駆動
装置の電気軸は互いに結合される。スラスト及び方向についての目標値の設定は、両駆動
装置に対し１つの操縦レバーを用いて行われる。推進駆動システムの制御装置の選択され
た上位の制御系、例えばトラック／スピードパイロットやジョイスティックにより、操縦
レバーは回転数及びスラスト方向に対する基準に応じ修正される。ブリッジの操縦スタン
ドの入出力装置の操縦レバーは、ジョイスティック又はトラック／スピードパイロット運
転の間優先機能を持っている。操作員は、ジョイスティックやトラック／スピードパイロ
ット運転の間操縦レバー４７０を介し、航行運転に係われる。
【０１６４】
図６に示すとおり、「非常テレグラフ」キーを介して、航行指令を船橋側の操縦スタンド
からＥＣＲ又は非常操縦スタンドに伝達できる。ＥＣＲ又は非常操縦スタンドでは、キー
テレグラフの指令に従わねばならない。ＥＣＲ又は非常操縦スタンドでは、ブリッジの指
令が確認されるまでの間、音響信号が響き渡る。操縦スタンドは、その場合、図６に示し
、既に説明したように、リングバス９０を介して交信のために互いに接続される。
【０１６５】
各駆動装置に対し非常停止キー４７１が設けられ、これは保護カバーにより意思に反して
操作されないよう保護されている。非常停止は、活動中の各操縦スタンドに無関係である
。キー４７１が押されると、これは点滅により示される。
【０１６６】
図７による制御装置ブリッジ側の操縦スタンドの入出力装置の上部領域に、左舷及び右舷
のＳＳＰの軸回転数、軸出力及び舵状態の表示部がある。この表示部は、凡そ１４４×１
４４ｍｍの大きさを持ち、共通の調光装置により調光可能である。この装置は、制御装置
の入出力装置に組み込まれており、図中４７２の符号で示されている。
【０１６７】
ブリッジの操縦スタンドの中央に配置された制御輪により、両ＳＳＰに制御指令が与えら
れる。この制御輪の活動している制御スタンドでは、ＳＳＰの最大回転角は凡そ＋／－３
５％に制限される。活動中の操縦スタンドでは、キー「コントロール引受け」４６７のラ
ンプが連続光を発する。ブリッジ側の主操縦スタンドから制御輪操縦スタンドへの交替は
主操縦スタンドを介して行う。この選択時キー「コントロール引受け」４６７のランプが
点滅する。操縦スタンドが「コントロール引受け」キー４６７の確認により引き受けた際
、ランプは連続光に移行する。
【０１６８】
図８は非常操縦スタンドの入出力装置の１つの実施例を示す。図８から分かるように、非
常操縦スタンドの入出力装置の入出力要素は、図７に示す船橋側の操縦スタンドの入出力
装置の各々よりも少ないが、非常制御に必要な機能は図８による非常操縦スタンドの入出
力装置で実現されている。
【０１６９】
図７で設けたアナログ値４１３の代わりに、図８の非常操縦スタンドの入出力装置は両駆
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動装置の軸出力の実際値を表示すべく指針形計器を備え、この計器はＳＳＰ位置の軸回転
数の実際値に対する表示に応じ、凡そ９６×９６ｍｍのフォーマットを持っている。
【０１７０】
既に説明したように、種々の操縦スタンドの入出力装置のモジュールは、制御装置、調節
装置、方位角モジュール、推進モジュール、制御装置の各種モジュール並びに駆動装置の
原動機等と相互にリングバスシステムを介して接続されている。この結果、各種モジュー
ル間の極めて容易な交信が可能であり、更に入出力側で同時に表示した場合、同時に値の
応答を対話型で行うことが可能である。
【０１７１】
図９は制御装置の非常操縦スタンドの入出力装置の異なる実施例を示す。この実施例は、
例えば船尾に配置した、所謂「非常コントロールステーション」である。図９の制御装置
の入出力装置は、その場合、同様にリングバスシステムを介して船の推進駆動システムの
各種モジュールと接続されている。更に、この入出力装置は駆動原動機、方位角モジュー
ル、推進モジュール等の制御のためにこれらに直接接続されているので、例えばリングバ
スシステムが故障しても、図９による非常操縦スタンド側で推進駆動システムの制御が不
能になることはない。更に、非常操縦スタンドの入出力装置の直接配線は、推進駆動シス
テムの各種モジュールの冗長性を持つ交信結合を可能にする。
【０１７２】
図９の非常操縦スタンドは、左舷及び右舷のＳＳＰのその場での制御のための操作要素を
備えている。個々には表示部及びキーは次の機能を持っている。
【０１７３】
既に上述した「非常テレグラフ」を介して船橋側の操縦スタンドの航海指令が図９の非常
操縦スタンドに伝達される。非常操縦スタンドではキーテレグラフ４７５の指令に従わね
ばならない。
【０１７４】
非常操縦スタンドの入出力装置側で両駆動装置に対する軸回転数及びスラスト方向の実際
値が表示される。この表示部は、その場合、図９に示し、既に図７及び８と関連して説明
したように、凡そ９６×９６ｍｍのフォーマットを持つ。
【０１７５】
動作中の非常操縦スタンドにおいて軸回転数の表示部の下側のキーは回転数制御のために
解錠される。回転数を上下すべくキーを操作すると、対応のキーが光る。ランプは、非常
操縦スタンド（非常コントロールステーション（ＥＣＳ））における指令が解かれたとき
にのみ発光する。ブリッジ側の走行レバーはそれに応じて修正される。
【０１７６】
スラスト方向の実際値の表示部下にある、左舷及び右舷の回転のためのキーを操作すると
対応のキーが光る。ランプは、非常操縦スタンド（ＥＣＳ）における指令が解かれたとき
にのみ発光する。キーは制御スタンドとして選択された非常操縦スタンドでのみ働く。ブ
リッジ側の制御レバーがそれに応じて修正される。
【０１７７】
図９の非常操縦スタンドにおける入出力装置の、「コントロールステーション」として示
す領域４７６には、制御スタンドとして動作中を選択し、表示するためのキー及び表示部
が配置されている。
【０１７８】
「ブリッジコントロール」の表示４７７は、船橋側の作動中の走行スタンドを示す。
【０１７９】
「ＥＣＲコントロール」表示４７８は、機械室（ＥＣＲエンジン管制室）の作動中の操縦
スタンドを示す。
【０１８０】
表示４７９は、非常操縦スタンド（ＥＣＳ、非常コントロールステーション）の活動中の
操縦スタンドを示す。この表示４７９が連続光で発光するとき、その非常操縦スタンドは
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活きている操縦スタンドである。船橋の操縦スタンド１の遠隔操作は不可能である。
【０１８１】
表示「ＰＯＤコントロール」４８０は、ＰＯＤに制御スタンドが選ばれて、活動中である
ことを示す。遠隔操作は不可能である。
【０１８２】
選択スイッチ「選択器ＲＥＭ／ＥＣＳ」４８１で、操縦スタンド「ＥＣＳ」が選択され又
はその選択が解除される。
【０１８３】
「方位角コントロール」で示す領域には、方位角固定のための操作及び警告のために設け
られているキー及び表示部が配置されている。
【０１８４】
「油圧ポンプ」のキー４８３は、ＳＳＰ方位角制御の油圧系のポンプの選択及び運転状態
を表示する。このキーは選択された非常操縦スタンドにおいてのみ解錠される。
【０１８５】
「油圧－故障」表示４８４は、ＳＳＰ方位角固定用の油圧系の故障を示す。表示はここで
は舵作用の消失を意味する。
【０１８６】
「集合的故障」表示４８５は集合警告信号である。この表示は船の推進駆動システム側に
少なくとも１つの故障或いはＳＳＰハウジング内の補助機器に故障が発生したときに発光
する。
【０１８７】
「ブレーキアクティブ」キー４８６で駆動装置の軸制動が入れられ、解除される。軸制動
は、駆動装置の両変換器が動作していないときにのみ、いれることができる。キー４８６
のランプは、その場合、軸制動が入れられているかどうかの確認を与える。
【０１８８】
「ＰＯＤカバー」キー４８７で、ＰＯＤ入口扉の鎖錠ボルトが再び動作する。このキーは
非常操縦スタンド（ＥＣＳ）が選択されかつ制動が入れられている場合にのみ操作可能で
ある。キー４８７のランプは、その場合、鎖錠の解除を示す。
【０１８９】
「ＰＯＤ位置」キー４８８で、ＰＯＤが基本位置に設定される。この基本位置は＝０°上
にある。ＰＯＤが基本位置に達すると、キー４８８のランプは発光する。
【０１９０】
「ファン・オン」キー４８９はＰＯＤの換気扇を開閉する。その場合、キー４８９のラン
プは換気扇の状況を示す。
【０１９１】
「ヒーター・オン」キー４９０は大文字ＰＵＤのための加熱装置を開閉する。キー４９０
はその場合その状況を表示する。
【０１９２】
「断路バルブ」キー４９１は、第一の油圧ポンプ又は第二の油圧ポンプと油圧タンクとの
間の閉鎖弁が閉じられていることを表示する。
【０１９３】
「推進ユニット」４９２で示す領域には、電気的駆動システムの操作及び警告のために設
けたキー及び表示部が配置されている。
【０１９４】
「コンバータ選択」帰依４９３は変換器１又は２の選択をする。キーを押すことにより変
換器１又は２が選択され或いは選択が解除される。その場合、少なくとも１つの変換器１
又は２が選択されねばならない。選択のために装置はその状態が終了していなければなら
ない。
【０１９５】
「コンバータ・ラン」表示４９４は、変換器１又は２が回路に接続され、運転準備ができ



(27) JP 4623897 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

ているとき、緑色連続光で発光する。
【０１９６】
各ＳＳＰは、エネルギーと速度制御のための２つのシステム（パワー及びスピードコント
ロール、ＰＳＵ）を備える。これらシステムの責務は、電力系統の保護と駆動装置の回転
数制御である。その場合、常に１つのシステムが動作中である。故障の場合、操作員は他
方のシステムに切り換える。キー「ＰＳＵ１／２ＳＥＬ」４９６は、活動中のパワー及び
スピードコントロールシステム１／２を選択する。一方のシステムを選択すると、自動的
に他方のそれが切り離される。キー４９６は、操縦スタンドにおいて非常操縦スタンド（
ＥＣＳ）と同様に解錠される。新しいシステムの選択のため、駆動装置を遮断せねばなら
ない。
【０１９７】
「スタート推進」キー４９７は駆動装置を自動投入するためのものである。これには再冷
却装置の起動及び変換器の投入が属する。一連のスタート動作の間キー４９７の表示は緑
色光で点滅する。スタート動作が終了した状態で、ランプが消える。キー４９７は、選択
された非常操縦スタンドにおいてのみ解錠される。非常操縦スタンドからは、変換器だけ
がキー「スタート推進」４９７により運転準備状態にされる。方位角固定システム及び軸
制動は、「方位角制御」範囲４８２のキーにより操作されねばならない。キー４９７「ス
タート推進」は、軸制動が働いていないときにのみ操作可能である。
【０１９８】
キー「停止推進」４９８は駆動装置の自動的遮断のためのものである。これには再冷却装
置をスタンバイ状態にし、変換器を遮断することが属する。一連の停止動作の間、キー４
９８の表示は赤色光で点滅する。停止動作が終わった状態でランプは赤色連続光で発光す
る。キー４９８は選択された非常操縦スタンドにおいてのみ解錠される。方位角固定のた
めの油圧ポンプを外し、軸制動を入れるのは「方位各制御」の範囲のキー４８２を付加的
に操作することで行われる。
【０１９９】
「推進準備ＯＫ」の表示４９９は、駆動装置及び制御装置の運転準備ができているときに
緑色連続光で現れる。一連の開始動作が完了したが、航海装置がまだ運転準備ができてい
ないときには、キー４９９が点滅する。キー４９９のランプは停止動作の終了後に消える
。
【０２００】
「推進エラー」５００の表示は、航海装置の内部の駆動装置制御が認められないときに赤
色連続光で現れる。
【０２０１】
「制御」の範囲に、非常操縦スタンドを選択し表示するためのキー及び表示部が配置され
ている。
【０２０２】
「ランプテスト」のキー５０１を操作すると、当該駆動装置の全てのランプが入出力装置
の振り子上で点灯し、対応する信号警報器が動作する。
【０２０３】
「警報リセット」キー５０２でなお発している警報が元に戻される。未解決の警報はその
場合点滅によって表示される。
【０２０４】
制御又は操縦スタンドを引き受ける際及びキー状態を警告するため、ブザーが動作する。
ブザーによる警告は、選択された非常操縦スタンド（ＥＣＳ）においてのみ停止される。
【０２０５】
各駆動装置に対しては、図９に示すように、非常停止キー５０２が設けられている。この
非常停止は、活動中の操縦スタンドに無関係である。非常停止の際対応のキー５０３が点
灯する。
【０２０６】
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全てのキーに両駆動装置に関係する機能、例えば操縦スタンドの切り換え或いは航海モー
ドを導入或いは操作する際に推進駆動システムの操縦スタンドの入出力装置の図７ないし
１０による対応の操作ボードが左舷に対しても又右舷に対しても利用される。
【０２０７】
図７ないし１０による入出力装置の以下のキーが両駆動装置と協働している。「緊急停止
」４２９
「シングルモード」４２２
「タンデムモード」４２３
「ジョイスティック」４２３
「トラックパイロット」４２５
「スピードパイロット」４２６
「ブリッジコントロール」４６３
「ＥＣＲコントロール」４６４
「舵取り輪コントロール」４６６及び
「コントロール引受け」４６７．
【０２０８】
操縦スタンド側のスタート動作の実施のため、種々の条件を推進駆動システムに与えなけ
ればならない。即ち、
・活動中の操縦スタンドにおける操縦レバーが停止位置になければならない。
・「シャットダウン」基準が働いていてはならない。
・選択された変換器の投入準備ができていなければならない。
・再冷却装置が自動装置で設定された限界値以下の値になければならない。
・少なくとも２つの発電機が船内電気回路に接続されていなければならない。
【０２０９】
スタートの一連の動作は、ランプ「スタート阻止」４５７が連続光で点灯しているときは
閉鎖される。
【０２１０】
スタートの一連動作は、キー「スタート推進」４５９により、活動中の操縦スタンドによ
り開始される。その場合、次のスタート順が守られる。即ち、
１．再冷却装置をスタンバイ運転から航海運転に切り換える。
２．軸ブレーキを弛める。
３．油圧ポンプを始動する。
４．選択された変換器を時間的にずらして投入する。
【０２１１】
スタートの一連動作の間、キー４５９の「スタート推進」ランプは遅い周波数で点滅する
。この動作が正確に経過した後キー４５９のランプが消え、ランプ「推進準備ＯＫ」が緑
色に点灯する。推進駆動システムはこれに伴い運転準備完了である。スタートの一連動作
がエラーによって中断されると、ランプ「スタート失敗」４５３が点灯する。
【０２１２】
スタートの一連動作が図９による非常操縦スタンドで始められると、油圧ポンプは自動的
にスタートせず、軸ブレーキは自動的にゆるまない。これは操作員によって方位角制御の
非常操縦スタンドキーで予め行われなければならない。
【０２１３】
設備を遮断するためには操縦レバーは停止位置にあらねばならない。停止の一連動作にお
いてスタート動作のステップが逆の順序で取り消される。即ち、
１．変換器の目標値を０にする。
２．変換器を遮断する。
３．ブレーキを入れる。
４．再冷却装置を運転からスタンバイ運転に投入する。
【０２１４】
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停止の一連動作の間、「推進停止」ランプ４６０は低い周波数で点滅する。第一のステッ
プが経過した後、ランプ「推進用意ＯＫ」が連続光になる。設備は最早運転準備状態には
あらず、全システムが遮断されている。停止の一連動作がエラーによって中断されると、
ランプ「推進停止」のランプが消える。
【０２１５】
停止の一連動作が図９による非常操縦スタンドで始められると、油圧ポンプは自動的には
停止せず、軸ブレーキは入らない。この操作は駆動装置の停止後、各非常操縦スタンドの
操作員により付加的に行われねばならない。緊急停止は一連動作は自動的に以下の工程を
行う。即ち、
１．電力管理に対する要求を全ての発電機について開始する。
２．回転数目標値を零に置く。
３．トルク限界を１０％に置く。
４．速やかにスラスト方向を調整するため第二の油圧ポンプをスタートさせる。
５．両駆動装置を１８０°に向けて反対方向に回転させる。
６．約７５°の駆動装置の位置で、回転数目標値を定格回転数に設定する。
７．駆動装置の位置７５°から１８０°迄トルク限界を段階的に上げていく。
８．駆動装置の位置１８０°において、回転数目標値を定格回転数、トルク限界
を定格トルクにする。
【０２１６】
緊急停止機能が働いている限り、ランプは連続光で点灯する。
【０２１７】
緊急停止の間、船橋側の操縦スタンドの操縦レバーは修正される。
【０２１８】
緊急停止は、制御装置の入出力装置の１つで緊急停止キーを作動させることで終了する。
緊急停止機能の終了後、ＳＳＰは実際の位置に留まり、回転数目標値は零にされる。緊急
停止の終了後、航海装置は再び「港湾及び海上モード」にある。活動している操縦レバー
は、零位置に導かれて初めて再び指令を受ける。
【０２１９】
「港湾モード」から「海上モード」への交替は対応のキーを介して行われる。船が「港湾
モード」において決定された速度に達したときは、音響警報及び「海上モードキー」の点
滅により、船の安全のために、今「海上モード」に変えたほうが有利であるとの注意が喚
起される。海上モードにおいて各駆動装置に１つの油圧ポンプが作動しており、ＳＳＰの
制御角は、特に最大＋／－３５°に制限される。「港湾モード」では、駆動装置は３６０
°の制限なしに回転可能で、２つの油圧ポンプが動作する。付加的に「港湾モード」は「
パワー管理」に報知される。パワー管理は「港湾モード」において動作中の全発電機を、
利用されていない出力に無関係に、電気回路に接続する。
【０２２０】
操縦スタンドの交替は、既に図６と関連して説明したように、目標値の飛躍なしに行われ
る。船橋の操縦スタンド側の操縦レバーを修正することで、そして他の操縦スタンド、特
に非常操縦スタンドのキー制御により手動の操縦レバーの調整は必要でない。ブリッジの
活動中の操縦スタンドにおいて、回転数及びスラスト方向の目標値の設定は、ブリッジの
操縦スタンド側で行われる。機械室（ＥＣＲ）側の活きている操縦スタンドで、ＥＣＲ操
縦スタンドの回転数の設定だけが行われる。スラスト方向の設定は、ブリッジの操縦スタ
ンド側で行われる。活動中の非常操縦スタンドでは、スラスト及びスラスト方向の目標値
の設定は、上述のように、共通に非常操縦スタンドのキーにより行われる。ブリッジの操
縦スタンドによる指令の付与は、スラスト及びスラスト方向に関し電話をそしてスラスト
に関し組み込まれた非常テレグラフを介して行われる。
【０２２１】
操縦スタンドの変更は、ブリッジセンターの操縦スタンドにおける「ブリッジコントロー
ル」キーを押すことで行われる。船橋側の入出力装置の「ブリッジコントロール」及び「
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コントロール引受け」ランプの点滅により、変更が表示される。操縦スタンドの交替が「
コントロール引受け」キーにより確認されなかった場合、その交替は何時でも「ブリッジ
コントロール」キーを再度操作することで中断できる。「コントロール引受け」キーを押
すことで直接、例えば機械室（ＥＣＲ）側の活動中の操縦スタンドから、例えばブリッジ
側の活動的に接続された操縦スタンドに切り換えられる。機械室の操縦スタンドから船橋
側の操縦スタンドへの切り替えは、機械室の操縦スタンドにおいて音響警報により又「ブ
リッジコントロール」の点滅により通報される。制御スタンド損失は機械室側の操縦スタ
ンドでの「ブリッジコントロール」キーの操作により受け取られる。
【０２２２】
ブリッジ側の操縦スタンドから機械室側の操縦スタンドへの交替は、ブリッジ側の操縦ス
タンドにおける「ＥＣＲコントロール」キーを押すことで始まる。ブリッジ操縦スタンド
側及びＥＣＲ操縦スタンドの「ＥＣＲコントロール」ランプの点滅表示により交替の開始
が表示される。同時に音響信号が両操縦スタンドに交替の開始を報知する。操縦スタンド
の交替がＥＣＲ操縦スタンドにおける「コントロール引受け」キーにより確認されない場
合、この交替はいつでもブリッジ操縦スタンド側の「ＥＣＲコントロール」キーを再度操
作することで中断できる。ＥＣＲ操縦スタンドにおける「コントロール引受け」キー押す
ことで、直接ブリッジ側の活性操縦スタンドから活動的にＥＣＲ操縦スタンドに切り換え
られる。全操縦スタンドにおいて「ＥＣＲコントロール」ランプは連続光で表示される。
ランプ「ブリッジコントロール」は全操縦スタンドにおいて消える。音響信号報知も全操
縦スタンドにおいて終わる。
【０２２３】
ＥＣＳ操縦スタンドへの変更は、ＲＥＭから非常操縦スタンドのＥＣＳへの選択スイッチ
「ＲＥＭ／ＥＣＳ」を操作することで行われる。このスイッチによって非常操縦スタンド
は直接制御の資格を得る。非常操縦スタンドにおける「ＥＣＳコントロール」ランプは連
続光に変わる。機械室操縦スタンド（ＥＣＲ操縦スタンド）の入出力装置（ＥＣＲパネル
）に、光学的及び音響的信号による警告がでる。ＥＣＲパネルの「ＥＣＲコントロール」
ランプは消灯する。ランプ「ＥＣＳコントロール」は、制御スタンドの不動作がＥＣＲパ
ネル上の「ＥＣＳコントロール」キーで受信される迄、ＥＣＲパネル上で点滅する。この
受取により音響的警報も終わる。ＥＣＲパネル上の「ＥＣＳコントロール」ランプは連続
光を放つ。ブリッジ側の操縦スタンドには「ＥＣＳコントロール」ランプが連続光を発し
、「ＥＣＲコントロール」ランプは消える。
【０２２４】
ブリッジ上の制御スタンドの不動作は、ブリッジの操縦スタンド側から入出力装置上の光
学的及び音響的信号報知により警報される。ブリッジ操縦スタンドの入出力装置の「ブリ
ッジコントロール」ランプは消える。ランプ「ＥＣＳコントロール」はブリッジ操縦スタ
ンドの入出力装置上で、制御スタンド不動作がブリッジ操縦スタンド側の「ＥＣＳコント
ロール」キーで受け取られる迄点滅する。この受取りにより音響信号も終わる。ブリッジ
操縦スタンド側の「ＥＣＳコントロール」ランプは連続光を持つ。ＥＣＲ操縦スタンドに
おいてランプ「ＥＣＳコントロール」は連続光を発し、ランプ「ブリッジコントロール」
は消える。
【０２２５】
非常操縦スタンドから所謂遠隔操縦スタンドへの変更は、選択スイッチ「ＲＥＭ／ＥＣＳ
」をＥＣＳから非常操縦スタンドのＲＥＭに操作することで行う。非常操縦スタンドから
遠隔操縦スタンドへの変更時、ブリッジ及び機械室（ＥＣＲ）の操縦スタンドが同時に選
択される。ブリッジではランプ「ブリッジコントロール」が点滅し、音響的警告が生ずる
。ＥＣＲ操縦スタンドではランプ「ＥＣＲコントロール」が点滅し、同様に警報音が響き
渡る。ブリッジ操縦スタンド側から制御をブリッジ側の操縦スタンドの入出力装置におけ
る「ブリッジコントロール」キーを操作することで引き受けると、ランプ「ブリッジコン
トロール」は連続光に移行し、警報器が鳴り止む。それによりブリッジ側の操縦スタンド
は指令を持つ。ＥＣＲ操縦スタンドでは点滅中のランプ「ＥＣＲコントロール」が消灯し
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、「ブリッジコントロール」ランプが点灯する。警報器も同様に鳴り止む。ＥＣＲ操縦ス
タンドがＥＣＲ操縦スタンドの入出力装置の「ＥＣＲコントロール」キーを操作すること
で制御を引き受けると、「ＥＣＲコントロール」ランプが連続光に移り、警報器が鳴り止
む。これにより「ＥＣＲ操縦スタンド」は指令を受ける。ブリッジ側の操縦スタンドで点
滅するランプ「ブリッジコントロール」が消え、「ＥＣＲコントロール」ランプが点灯す
る。警報器は同様に鳴り止む。
【０２２６】
船橋上での操縦スタンド間の変更は、所望の操縦スタンドの「コントロール引受け」キー
を操作することで行われる。これはブリッジの活動中の制御スタンドにおいてのみ可能で
ある。
【０２２７】
削減要求は以下の現象が生じた際に報知される。即ち、
・変圧器の巻線温度が削減要求限界に達したとき。
・原動機の巻線温度が削減要求限界に達したとき。
・変換器冷却水の温度が削減要求限界に達したとき。
・変換器の温度が削減要求限界に達したとき。
【０２２８】
削減要求が無視され、値が更に悪い方に変化すると、自動的削減が始まる。これは以下の
現象に対して起きる。
・変圧器の巻線が自動削減限界に達したとき。
・原動機の巻線温度が自動削減限界に達したとき。
・変換器冷却水の温度が自動削減限界に達したとき。
・変換器の温度が自動削減限界に達したとき。
【０２２９】
上記の現象に付加して自動削減の報知は、二重変換器運転において１つの変換器が以下の
理由から遮断されたときに行われる。
・変換器内部故障
・地絡
・変換器過熱
・変圧器過熱
・冷却装置過熱
・ＴＣＵVIII故障
【０２３０】
以下の自動削減については、これをオーバライドによって終わすことが可能である。即ち
、
・変圧器の巻線温度による削減
・原動機の巻線温度による削減
・変換器冷却水の温度による削減
・変換器の温度による削減
【０２３１】
回転数実際値が自動削減によって回転数目標値以下に抑えられた場合、オーバライド機能
は、目標値が実際値より小さいか等しいときに初めて働く。
オーバライド機能は何時でも操作員によってスローダウン・オーバライド・キーを再度操
作することによって終わらせることができる。
オーバライドは警報装置で報知される。
【０２３２】
停止の要求は以下の現象において生ずる。即ち、
・方位角制御の両油圧ポンプの故障
自動停止は以下の現象において開始される。
・原動機限界温度に達したとき。
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・ＳＳＰゴンドラに水が浸入し、これにビルジポンプで対処できないとき。
・短絡が起ったとき。
・両変換器が故障達したとき。
・変換器冷却水のコンダクタンスが限界を超過したとき。
・選択されたＰＳＵ（回転数調節器）が故障したとき。
【０２３３】
浸水のために運転を中断する際には、以下の連続動作を行う。
１．回転数目標値を０とする。
２．２つの油圧ポンプを運転する。
３．駆動装置を９０°旋回する。限界回転数に達したら、直ちに軸ブレーキを入れる。
４．軸ブレーキが入れられたら、直ちに変換器を遮断する。
５．軸の窒素封止を吹き飛ばす。
６．駆動装置を操縦レバー位置に旋回して戻す。
７．油圧ポンプを選択された運転モードに応じて接続する。
【０２３４】
短絡により運転を遮断するときは以下の連続動作を行う。
１．両変換器を遮断する。
２．２つの油圧ポンプを運転する。
３．駆動装置を９０°に旋回する。限界回転数に達したら、直ちに軸ブレーキをかける。
４．駆動装置を操縦レバー位置に旋回して戻す。
５．油圧ポンプを選択された運転モードに応じて接続する。
【０２３５】
「機械前船（Schiff　von　Mashine）」機能のために、遮断をオーバライドする可能性が
ある。この可能性を提供する遮断は予告される。この予告のためにランプ「遮断」及び「
遮断オーバライド」が点滅する。操作員は、この遮断を許容するかどうか、３０秒以内に
決定する。３０秒の経過後遮断が行われる。３０秒以内にオーバライドキーを操作すると
、遮断は行われない。オーバライド機能を操作した場合、操作員は駆動装置の起こるかも
知れない損害を受容する。
【０２３６】
以下の遮断は回避される。
・原動機限界温度に達する。
・ビルジポンプで克服できない、ゴンドラへの浸水が起る。
このオーバライドは警報装置で報知される。
【０２３７】
変換器の再冷却装置は３つの運転形態を持つ。
第一の運転形態は遮断された状態である。この状態には、ポンプの起動器を「自動」から
「手動」に切り換えることにより達する。手動運転では、ポンプは操作員により、必要時
に遮断される。
第二の運転形態はスタンバイ運転である。再冷却装置のスタンバイ運転は、操縦装置が遮
断されている（「推進停止」が働いている）ときに行う。スタンバイ運転では、再冷却装
置のポンプを、冷却水のコンダクタンスを駆動装置が即刻起動できるような値に保持する
ために、間隔を置いて起動する。
第三の運転形態は操縦装置が活性化されているときの運転である。この運転形態では、２
つの冷却水ポンプの１つを継続的に運転する。他方のポンプは、スタンバイポンプとして
機能する。
【０２３８】
非常遮断は以下の場所で行うことができる。即ち、
・ブリッジ
・ＥＣＣ
・左舷
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・右舷
・ＥＣＲ
・変換器制御盤
・ＥＣＳ非常操縦スタンド
各ＳＳＰ駆動装置は、個々にそれに属する非常遮断機器により停止される。
【０２３９】
非常遮断を働かせる際には、その属する駆動装置の全変換器を直ちにオフし、遮断器を開
閉装置により開放する。駆動装置は機能を停止する。
【０２４０】
各非常遮断はラッチスイッチで実行される。操作されたスイッチは点滅信号で表される。
【０２４１】
過失により目標値の設定が操縦レバーで不可能なら、操作員は非常遮断制御に切り換える
ことができる。
【０２４２】
ＳＳＰ位置表示の下に「左舷及び右舷へのＳＳＰの回転」キーを配置してある。回転方向
は矢印で明らかにする。
【０２４３】
上記のキーを操作するため、非常遮断制御を開始せねばならない。そのためにキー「緊急
操縦」を操作せねばならない。活性化した非常遮断制御は、連続光で表示する。
【０２４４】
非常制御の全てのキーは、カム及びセンター操縦スタンドに並列接続する。
【０２４５】
非常制御運転の間、所謂時間制御が働いている。キー＜又は＞の信号が直接制御油圧の弁
に導かれる。
【０２４６】
過失により操縦レバーでの回転数目標値の設定が不可能なとき、操作員は非常遮断制御に
切り換えることができる。
【０２４７】
ＳＳＰ回転数表示の下にはキー「回転数上げ」及び「回転数下げ」が配置されている。こ
の指令は矢印によって明らかにされる。
【０２４８】
上記のキーを操作するため、非常遮断制御を開始せねばならない。開始するには、キー「
非常スピードコントロール」を操作せねばならない。開始した非常遮断制御を連続光で表
示する。
【０２４９】
非常制御の全てのキーは、カム及びセンター操縦スタンドに並列接続する。
【０２５０】
　非常制御運転の間、所謂時間制御が働いている。キー＜又は＞の信号を直接回転数制御
のための機器モジュールの入力端に導く。
【図面の簡単な説明】
【図１】　均一冗長性をもつ推進駆動システムの概略構成図を示す。
【図２】　部分冗長性をもつ推進駆動システムの概略構成図を示す
【図３】　本発明による推進駆動システムの電動駆動装置のブロック図を示す。
【図４】　本発明による推進駆動システムの電動駆動装置の異なるブロック図を示す。
【図５】　本発明による推進駆動システムの電動駆動装置の他のブロック図を示す。
【図６】　本発明による推進駆動システムを、制御装置の操縦スタンド間のバスシステム
を介する接続に関して示す原理図である。
【図７】　本発明による推進駆動システムの操縦スタンドの入出力装置の一実施例を示す
。
【図８】　本発明による推進駆動システムの操縦スタンドの入出力装置の異なる実施例を
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【図９】　本発明による推進駆動システムの非常操縦スタンドの入出力装置の一実施例を
示す。
【図１０】　図７による入出力装置の詳細を示し、１０ａはその実物を写真図で、１０ｂ
はブロック図で示す。
【符号の説明】
１０　　　　　ラダープロペラ
１１　　　　　方位角モジュール
１２　　　　　推進モジュール
１４　　　　　エネルギー伝達装置
１６、１３１　推進器の羽根
２０、２０ａ、２０ｂ、１２７、２０７，３０６　　電力変換器（変換器）
２１ａ、２１ｂ、２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂ　電力用半導体素子
２４ａ、２４ｂ　　　　　　　　　再冷却装置
２５ａ、２５、２６ａ、２６ｂ　　制御装置
２７ａ、２７ｂ　　　　　　　　　保安装置
３０ａ、３０ｂ　　　　　　　　　変換器用変圧器
４０、５０　　開閉装置
６０　　　　　監視装置
７０　　　　　方位角制御装置
１０１　　　　電動駆動装置のブロック回路
１０２、２０３　　　　　推進器電動機
１０３、２０２、３０２　駆動軸
１０４、２０１、３０１、３０１　推進器
１０５　　　　エンジンテレグラフ
１０７、２２６、３３１　ランプ関数発生器
１１１、３１５　　　　　回転数調節器
１１４　　　　インクレメンタル発信器
１１９、２０８　　　　　電流調節器
１２４　　　　測定変換器
１２６　　　　制御器
１３２　　　　固定部
１３３、１３４、１３５　　　　　負帰還部
１３７、２２８、３１９　　　　　特性曲線発生器
２０５　　　　船内電気回路
２０６　　　　ディーゼル発電機
２０９　　　　回転数制御装置
２１６　　　　装置調節器
２１７、２１８　　電流値制限ユニット
２３０、２３２　　オフセット回路
３０５　　　　船内電気回路
３０９　　　　入力装置
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